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はじめに  

本市では、平成 20 年３月に「千葉市における特別支援教育の在り方について」の

答申を受け、15 年にわたって特別支援教育の推進に取り組んできました。この間、特

別支援教育を希望する児童生徒の増加に対応すべく、特別支援学級や通級指導教室の

整備を進めました。その設置率は平成 19 年度の 32.4％から令和４年度には 86.6％と

なりました。ＬＤ等通級指導教室も小中学校は各区に１校、高等学校２校にも設置す

ることができました。ことばの教室、きこえの教室も含め、通級による指導を受ける

児童生徒数は年々増加し、平成 19 年度の 229 人から令和４年度には 877 人となって

います。また、特別支援学校高等部段階の教育的ニーズに応じていくために、平成 25

年４月に開校した市立高等特別支援学校（職業コース）は、令和４年度に 10 周年を

迎えることができました。  

我が国は、国連の「障害者の権利に関する条約」を踏まえたインクルーシブ教育シ

ステム構築の推進に向け、「障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ご

す条件整備」と「一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の整備」を両輪と

して取り組んできました。本市では、インクルーシブ教育システム構築の推進を図る

とともに、本市の特別支援教育の現状と課題を把握し、今後の更なる特別支援教育の

充実に向け、その方向性を示す総合的・計画的な基本方針として、平成 30 年８月に

「千葉市特別支援教育推進基本計画」を策定及び公表いたしました。  

５か年計画となる第１次計画では、「就学相談・教育相談の充実」や「多様な学び

の場の充実」等、６つの取組の柱に基づいた基本方針を進め、特別支援教育の推進を

図ることができました。一方で、医療的ケア児への対応や ICT 環境等の基礎的環境整

備の充実等、新たな教育的ニーズへの対応が、この５年間で必要になりました。  

そこで、第１次計画の理念を継承し、その成果を生かしつつ、新たな課題への取組

の方向性等をまとめた「第２次千葉市特別支援教育推進基本計画」を策定しました。

この基本計画を基に、各関係機関各学校との連携を図りながら、特別支援教育の一層

の充実を図っていきたいと考えます。  

 

令和５年３月  

千葉市教育委員会  
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第 1 章 策定について 

 

１ 計画改定の趣旨 

 

平成 19 年４月に学校教育法が改正（施行）され、従来の特殊教育の対象に加えて、発達

障害のある児童生徒も含めた新しい教育支援の仕組みとして、特別支援教育 *の制度がス

タートしました。  

千葉市（以下、「本市」といいます。）では、平成 19 年３月「千葉市における特別支援教

育の在り方について」の答申を受けて、特別支援教育の推進に取り組みました。その後、

「インクルーシブ教育システム構築 *の推進」や「障害者差別解消法の施行」といった特別

支援教育に係る社会情勢の変化を受け、平成 27 年３月に作成した「特別支援教育推進プラ

ン」を経て、更なる特別支援教育の充実に向け、中・長期的な展望に立ち、特別支援教育

の方向性を示す総合的・計画的な基本方針を示すため、令和４年度までの計画として、平

成３０年８月「第１次千葉市特別支援教育推進基本計画」を策定いたしました。  

第１次計画は、「就学相談・教育相談の充実」、「多様な学びの場*の充実」、「一貫した支

援とネットワークづくり」、「教職員の専門性と指導力」、「特別支援教育の周知と理解」、「養

護教育センターの機能」の６つの取組の柱に基づき、さまざまな取組が進められました。

その中で、「エリア方式」を取り入れることにより、これまで本市の特別支援教育推進の中

心であった養護教育センターへの一極集中化を解消し、地域の中心となる学校が地域内の

学校間の連携を進め、各学校の校内支援体制 *を整備し、支援力を高めることで、学校が主

体となって特別支援教育の推進に取り組むことを進め方の基本としました。具体的には、

「特別支援教育エリアコーディネーター *」によるエリア内の学校における校内支援体制

構築等への指導・助言やエリア内での通級指導*の巡回化による各学校への相談対応、さら

に、エリア内での研修（ブロック研修）による効果的・効率的な人材育成や専門性の向上

といった取組を進め、一定の成果を上げることができました。  

 しかしながら、特別な支援を要する児童生徒は年々増加傾向にあり、そのニーズも多様

化する中、特別支援教育に係る教職員の確保及び専門性の向上や通級指導教室や医療的ケ

ア*、ICT 環境等の基礎的*環境整備の充実、さらには、特別支援学校学習指導要領 *改訂に

伴う「個別最適化」を踏まえた教育課程の改善等、さまざまな課題があります。併せて、

今後、養護教育センターの移転が予定されており、その役割やコンセプト等、新たに検討

が必要になっていきます。  

そこで、国の示す方向性を踏まえ、今後の本市における特別支援教育を総合的・計画的

に推進してくための基本的な指針として、「第１次千葉市特別支援教育推進基本計画」を改

訂し、「第２次千葉市特別支援教育推進基本計画」（以下、「第２次計画」とします。）とし

ます。  
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２ 近年の国や市の動向  

 

 

 

  

  Ｈ１９.４ 

「特別支援教育の推進について」（通知）  

Ｈ２０.３ 

「千葉市における特別支

援教育の在り方について」 

（答申） 

  

  Ｈ２３.８ 

「障害者基本法 *」（一部改正） 

  Ｈ２４.７ 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システム構築のための特別支援教育の推進

（報告）」 

  Ｈ２５.６（施行Ｈ２８．４） 

「障害者差別解消法 *」（制定） 

Ｈ２７.３ 

「特別支援教育推進プラ

ン」（作成） 

  

  Ｈ２８.４ 

「発達障害者支援法」（改正） 

  Ｈ２９.４ 

「特別支援学校小中学部学習指導要領」（改訂） 

 

 

  Ｈ３１．２ 

「特別支援学校高等部学習指導要領」（改訂） 

  Ｒ１．９ 

「学校における医療的ケアの今後の対応につ

いて」（通知） 

  Ｒ３．６ 

「障害者差別解消法」（一部改正） 

  Ｒ３．６（施行Ｒ３．９） 

「医ケア児支援法」（公布） 

  Ｒ３．７ 

「障害のある子供の教育支援の手引」（通知） 

 

 

千 葉 市 の 動 向 国 の 動 向 

Ｈ３０．８「第１次千葉市特別支援教育推進基本計画」公表  

Ｒ５．４「第２次千葉市特別支援教育推進基本計画」公表  
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千葉市の教育に関する大綱（Ｒ４～７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次千葉市 

特別支援教育 

推進基本計画 

（Ｒ５～９年度） 

３ 本計画の位置づけ 

 

 本計画は「千葉市の教育に関する大綱」及び「第３次千葉市学校教育推進計画*」に基づ

く、教育振興のための施策に関する基本的な計画として位置づけます。また、本市学校教

育の課題「２１世紀を拓く」と整合させ、施策の具体化において、連携連動を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次学校教育推進計画 

（Ｒ５～１４年度） 

Ⅱ  児童生徒の育成を支える教育環

境の整備について：「個別の支援

が必要な児童生徒へのサポート」 

○インクルーシブ教育システムの構築  

○切れ目のない支援体制の構築  

 社 会 教 育   

第６次生涯学習推進計画  

 家 庭 教 育   

こどもプラン  

和 

 学 校 教 育   

第３次学校教育推進計画  調 

千葉市学校教育の課題  

「２１世紀を拓く」  

【特別支援教育の充実】  

○個別の教育支援計画、指導計画の作成と活用  

○特別支援教育コーディネーターを中心とした

校内体制の整備  

○校内外の交流活動の充実  

○保護者、関係機関との連携  

連
携
連
動 

第 ５ 次 千 葉 市 障 害 者 計 画 

第６期千葉市障害者福祉計画  

第２期千葉市障害児福祉計画  

（Ｒ３～５年度）  

○障害の早期発見・早期療育のための  

関係機関との連携  

○個に応じた教育支援計画の作成と福  

祉・医療との連携  

○医療的ケア児への支援  等  
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第２章 第１次千葉市特別支援教育推進基本計画について  

 

１ 第１次計画の概要 

この計画は、「『人間尊重の教育』」を基調とし、共生社会*の形成を目指す」、「障害の有

無に関わらず、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援を行い、子ども

がもつ可能性と能力を高め、自立し社会参加できる教育を行う」の２点を理念として掲げ、  

以下の５点を基本方針として示しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、基本方針を次の６つの取組の柱に基づき進めました。この取組の柱は「千葉

市特別支援教育推進プラン」で提案されたものを一部修正したものです。  

＜取組の柱＞  

「１ 就学相談・教育相談の充実」     「２ 多様な学びの場の充実」  

「３ 一貫した支援とネットワークづくり」 「４ 教職員の専門性と指導力」  

「５ 特別支援教育の周知と理解」     「６ 養護教育センターの機能」  

 

２ 第１次計画の進捗 

 （１）千葉市全体を支える支援体制の構築～エリア方式～  

 第１次計画が策定された背景には、「特別な教育的ニーズのある児童生徒が急増してい

ること」、「児童生徒の急増と教員の大量退職により若手教員や特別支援教育の経験が少な

い教員が増加していること」、「医学の進歩や社会環境の変化により教育的ニーズが多様化・

複雑化し相談が急増していること」といった課題がありました。  

これまで本市の特別支援教育は、養護教育センターを中心として推進されてきましたが、

さらに特別支援教育を充実させていくにためには、地域の中で実情に即した支援策を迅速

に講じる必要があります。そこで、地域の中心となる学校が地域内での学校間の連携を進

め、各学校の校内支援体制を整備し支援力を高めて、より学校が主体となって特別支援教

育の推進に取り組む「エリア方式」を推進することとしました。  

具体的な取組としては、「特別支援教育エリアコーディネーター」を各区に配置（現在拡

充中）し、区内の学校のコーディネーター*の助言者として特別支援教育体制を支援したり、

若手教員や特別支援教育の経験が少ない特別支援教育担当教員への指導助言を行ったりと、

本市の特別支援教育を推進しました。また、LD 等*通級指導教室を複数設置したり、地域

千葉市の特別支援教育推進の基本方針  

１ 本市のこれまでの学校教育、特別支援教育の推進に向けた取組を生かし、さら

に充実を図ります。  

２ 多様な学びの場 (通常の学級・通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校等 ) 

を整備・拡充します。  

３ 教職員の専門性の向上と人的支援の充実を含む教育環境の整備を図ります。  

４   交流及び共同学習を一層推進するとともに、障害者理解教育に取り組みます。  

５   幼児期から成人期まで地域で一貫した支援が受けられるよう、教育が医療・福  

祉・労働と連携協力できるネットワークを構築します。  
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内の学校の巡回指導*を主として行う教員を配置したり、各学校の相談に応じ、支援体制を

高める助言者としても機能できるよう取組を進めているところです。  

今後も「エリア方式」は、計画を進めるうえでの基本的な方向性と踏まえ、エリアが「行

政区」から「地域（近隣中学校区）」と集中的、効果的に展開できるようシステムの構築等、

検証していきます。  

 

（２）第１次計画の経過  

第１次計画策定にあたり、平成 10～19 年を「体制整備期」、平成 20～29 年を「拡充期」

と位置づけました。これを踏まえ、第１次計画期間（平成 30～令和４年）を「発展期」と

位置づけ、その経過については、以下のとおりです。 

＜通常の学級＞  

通常の学級に在籍する LD 等の発達障害の児童生徒について、学校組織全体として個に

応じた指導や支援に係る校内体制づくりを推進しました。LD 等通級指導教室の拡充や巡

回指導の対応を進め、併せて、特別支援教育指導員配置事業の充実を図りました。今後、

個別の教育支援計画*と個別の指導計画*の作成と活用の推進が課題です。  

＜特別支援学級*＞ 

特別支援学級の拡充は進み、令和４年度には、小中学校の設置率は 86.4％となりました。

また、個別の教育支援計画の作成率は、令和３年度末で 98.3％と定着しました。今後、自

閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程の編制が課題です。  

＜通級指導教室＞ 

LD 等通級指導教室は、全区の小中学校に１校ずつ設置しました。併せて、平成 30 年度

より、稲毛高校の通級指導も開始しました。言語障害通級指導教室は、真砂西小学校に２

年間のサテライト*教室を経て、令和４年度より本開設し、市内 13 校目の設置となります。

今後、拡充している巡回指導の在り方が課題となります。  

＜人材＞ 

養護教育センター所管の「特別支援教育指導員 *」、「特別支援教育介助員*」、「スクール

メディカルサポーター *」といった特別な支援を必要とする児童生徒への人的対応の拡充

が進みました。今後、ニーズの把握と人材の確保が課題となります。  

 

（３）新型コロナウイルスの影響  

 令和元年末、全世界的に新型コロナウイルス感染症が爆発的に感染拡大し、国内でも、

令和２年３月に、全国の小中学校で一斉休校という事態に見舞われました。およそ３か月

後、少しずつ休校措置が解除されていったものの、感染者の増減の波は繰り返され、学校

での教育活動に大きな影響を与えたまま、現在に至っております。本計画においても、期

間の半分以上が、いわゆる「コロナ禍」に当てはまり、進捗への影響は否めませんでした。  

 例えば、「交流及び共同学習*」や「通級指導」、「教職員研修」などは、感染リスク回避

を最優先せざるを得ないため、十分な効果は得られませんでした。その中で、ＩＣＴ機器

を活用したオンラインでの交流や指導、会議というスタイルが確立していった側面もあり

ます。新型コロナウイルスの収束には、まだ時間がかかると見込まれている中、「コロナを

前提とした取組」も踏まえたうえで、第２次計画へと移行していく必要があると考えます。  
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３ 第１次計画の評価 

第１次計画の６つの取組の柱について評価し、以下のような成果と課題がありました。  

＜取組の柱＞  

「１ 就学相談・教育相談の充実」     「２ 多様な学びの場の充実」  

「３ 一貫した支援とネットワークづくり」 「４ 教職員の専門性と指導力」  

「５ 特別支援教育の周知と理解」     「６ 養護教育センターの機能」  

 

（１）「就学相談・教育相談の充実」の評価  

＜成果＞  

 ・平成 29 年度から、保護者向けの「就学説明会」を実施（令和２、３年度は新型  

コロナの影響で中止）し、就学相談の流れや学校参観、特別支援学校 *の特色を理  

解してもらう機会となっている。  

   ・「個別の教育支援計画（幼保版）」の様式を作成・周知するとともに、HP 上に公  

表することで、幼保における就学前児の個別の教育支援計画の作成率が向上した。 

   ・「就学指導委員会」は、令和２年３月に条例改正を行い、「就学支援委員会 *」に名  

称変更し、就学に係る児童生徒や保護者、学校現場の相談に対して、より効果的  

な支援の充実を図ることができた。  

  ＜課題＞  

   ・各取組のさらなる充実と新型コロナ対応の両立を図れる方策が必要である。  

   ・就学説明会に参加できない保護者や児童生徒の卒業後の切れ目のない支援といっ  

た個別への対応と併せて、学校への効果的、効率的な周知や指導、支援の充実が  

図れるような方策についても検討が必要である。  

 

（２）「多様な学びの場の充実」の評価  

＜成果＞  

  ・特別支援学級の設置率は、年々向上している。また、通級指導教室については、  

LD 等が全区小中学校に配置され、小学校全区と中学校は中央区で巡回指導を開  

始した。また、令和４年度には千葉高校にも設置され、市立高校２校での通級指  

導が開始した。  

   ・多様な学びの場の環境整備と併せて、エリアコーディネーターや特別支援教育指  

導員、介助員、スクールメディカルサポーターの配置・拡充を図り、児童生徒や  

保護者、学校の支援が図れた。  

＜課題＞  

 ・多様な学びの場の拡充が進む半面、特別支援教育の経験が浅い担当者の増加が喫  

緊の課題である。特別支援担当者の確保と併せて、学級経営や授業に係る指導力  
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を育成できるような校内支援体制や研修体制の構築が重要である。  

   ・特別支援教育コーディネーターの専任化やリソースルーム *の設置については、人  

材や財源の面から、計画の見直しが必要である。  

 

 （３）「一貫した支援とネットワークづくり」の評価  

  ＜成果＞  

   ・特別支援連携協議会や市立、県立特別支援学校との教育相談連携会議、医ケア検  

討会議等、関係機関との連携を進める中で、「総合案内パンフレット」や「連携サ  

ポートシート」の作成・活用や就学前 *から就労までのライフステージに応じたネ  

ットワーク構築を図ることができた。  

  ＜課題＞  

   ・多くの関係機関との連携が進む中で、情報交換や情報共有の場の設定が難しくな  

ってきている。効果的、効率的な連携の在り方について検討が必要である。  

 

 （４）「教職員の専門性と指導力」の評価  

  ＜成果＞  

   ・特別支援学級・通級指導担当者や特別支援教育コーディネーターの悉皆 *研修を始  

め、養護教育センターの専門研修や各区でのブロック研修等、研修体制の充実化  

を図った。また、特別支援教育エリアコーディネーターや養護教育センターのト  

ワイライト相談等の特別支援教育担当者の相談体制の構築も図り、特に、経験の  

浅い教員や講師への支援を充実させることができた。  

  ＜課題＞  

   ・新型コロナの影響も鑑み、安全安心の観点と併せ、効果・効率的な研修方法とし  

て、オンラインの活用の在り方について、検討が必要である。  

   ・「エリア方式」推進の観点から、近隣校での情報交換、授業研究、交流及び共同学  

習の推進を図り、教職員及び学校の特別支援教育の理解を深めていきたい。  

 

 （５）「特別支援教育の周知と理解」の評価  

  ＜成果＞  

   ・「総合案内パンフレット」や「合理的配慮*リーフレット」、「交流及び共同学習リ  

ーフレット」等の作成、改訂をし、市民や学校へ周知することで、特別支援教育  

の理解や啓発を図ることができた。  

   ・連続性のある「多様な学びの場」の整備や「交流及び共同学習」の推進を図るこ  

とで、インクルーシブ教育システムの構築、そして、共生社会の形成を目指せた。  

  ＜課題＞  
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   ・居住地校交流 *やげんきキャンプ *など、学校間での交流について、定期的に実態  

調査を実施し、コロナ禍も想定した交流の在り方について検証する必要がある。 

   ・通常学級と特別支援学級間での、学校内交流について、主に「教科交流」の実態  

を把握し、小中学校での自立活動 *や教科等を合わせた指導の在り方を検証する。 

 

 （６）「養護教育センターの機能」の評価  

  ＜成果＞  

   ・特別支援教育に特化した相談機関として、保育所・幼稚園等や福祉、医療等との

連携を図った手厚い就学相談やニーズ及びアセスメント *を的確に把握した教育

相談を実施することができた。  

   ・特別支援教育に特化した研修・研究機関として、特別支援教育担当教員だけでな  

く、一般の教職員や保護者、市民向けの専門研修や講座を開催し、特別支援教育

の推進を図ることができた。  

  ＜課題＞  

   ・教職員のニーズを的確に把握し、より効果的な研修内容について検討し、また、  

コロナ禍における相談や研修の在り方についても検討が必要である。 

 

 

第３章 第２次計画の方向性 

 

１  基本方針と取組の柱 

 第１次計画の評価（成果と課題）と本市の特別支援教育の取組の経過を鑑み、第２次計

画の理念と推進の基本方針を次のとおりとします。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市の特別支援教育の理念  

①「人間尊重の教育」を基調とし、共生社会の形成を目指します。  

②障害の有無に関わらず、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援

を行い、子どもがもつ可能性と能力を高め、自立し社会参加できる教育を行います。 

 

千葉市の特別支援教育の基本方針  

①本市のこれまでの学校教育、特別支援教育の推進に向けた取組を生かし、さらに  

充実を図ります。  

②多様な学びの場の整備、交流及び共同学習の一層の推進を図ります。  

③教職員の専門性の向上を図ります。  

④ライフステージに応じて地域で一貫した支援が受けられるよう、教育が医療・福祉・

労働と連携協力できるネットワークを構築します。  

⑤学校を主体とした特別支援教育の推進を図ります。  
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本基本方針を次の３つの取組に基づき進めていきます。この取組の柱は、第１次計画で

提案されたものを集約、整理したものです。 

 

 

 

 

 

 

３つの柱の具体的な内容につきましては、以下のとおりです。それぞれ、第２部各論の

章、節に対応しています。  

 １ 連続性のある多様な学びの場の充実  

  （１）通常学級  

  （２）特別支援学級 

  （３）通級指導教室 

  （４）高等学校  

  （５）特別支援学校 

  （６）就学支援委員会  

  （７）交流及び共同学習  

  （８）人的配置  

 

 ２ 多様な教育的ニーズに応じるための教職員の専門性の向上  

  （１）研修 

  （２）研究 

  （３）特別支援教育コーディネーター  

  （４）特別支援教育エリアコーディネーター  

 

 ３ 安心をつなぐ相談・連携体制の構築  

  （１）就学相談  

  （２）教育相談  

（３）個別の教育支援計画・個別の指導計画  

  （４）連携に関する会議・ネットワークづくり  

  （５）ライフステージにおける関係機関との連携  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組の柱＞  

１ 連続性のある多様な学びの場の充実  

２ 多様な教育的ニーズに応じるための教職員の専門性の向上  

３ 安心をつなぐ相談・連携体制の構築  
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２ 基本計画と関連計画との関係及び進行管理  

 教育・福祉に関わる推進計画  R5 R6 R7 R8 R9 R10 ～  R14 

教   育  

委員会  

千葉市の教育に関する大綱          

第３次千葉市学校教育推進計画          

第２次千葉市特別支援教育推進基本計画          

障 害 者 自

立支援課  

第 4 次～ 6 次障害者計画等の策定 (3 年単位 )   

千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針   10 年間 (H29～ R8 年度 ) 

  本基本計画は令和５年度から９年度までの５年間を対象期間として策定します。また、

令和 10 年度までに第３次基本計画の検討委員会を組織し、本計画を引き継ぎます。  

 

３ エリア方式の定着と発展 

 第１次計画では、地域の中で実情に即した支援策を迅速に講じる必要に応じるために、

各学校が地域内での学校間の連携を進め、各学校の校内支援体制を整備し支援力を高め

て、より学校が主体となって特別支援教育の推進に取り組めるよう、千葉市の現状に応じ

た特別支援教育を推進するシステムとして、「エリア方式」の構築を図ってきました。こ

の「エリア方式」を定着、発展させるためには、そのエリアがすでにもっている特別支援

教育担当や教育環境の強みを発揮し、教職員が相互に支え合い、学び合う制度設計が必要

であると考え、２つの方針を立てました（図１）。図１の【 】は、具体的な取組と対応

しています。  

 

【エリア方式の定着と発展に係る方針と具体的な取組】 

１ エリアの強みを生かした教職員の相談・研修の推進  

・特別支援教育エリアコーディネーターや通級指導教室担当、特別支援学校地域支援

コーディネーター*の活用等、エリアの強みを生かした相談・研修を推進します。  

２ 特別支援教育に関するネットワークの構築  

・教職員の教育実践に関する交流を促進するためのネットワークを構築します。  

・教職員が必要な時に、すぐに情報にアクセスできるよう特別支援教育に関する情報

の収集と整理を図ります。  

・特別な教育的ニーズに対して一貫した支援が実施できるように、学校間や関係機関

等との個別の教育支援計画を活用した効果的な連携を推進します。  

 

【具体的な取組の目安】 

 具体的な取組  R5 R6 R7 R8 R9 

１  特別支援教育担当の専門性を生かした相談・研修  実施     

２  教職員のネットワークの構築  実施     

３  特別支援教育に関する情報の収集と整理  検討 実施    

４  個別の教育支援計画の活用による効果的な連携  検討 実施    

 
 

R4～  

第６次 R6～R8  

第３次  

第５次  
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【図１】エリア方式のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

 【小・中・中等教育・高等・特別支援学校】  
１  特別支援教育担当の専門性を生かした相談・研修  

（１）特別支援教育エリアコーディネーター  

エリアコーディネーターが学校を訪問し、特別支援学級や特別支援教育コーディネーター

等への助言、相談を行います。また、エリアコーディネーター在籍校での相談も行います。  
   

（２）通級指導教室担当  

通級指導担当が巡回指導を実施したり、教職員への通級以外の児童生徒に関する相談、研

修を行ったりします。  
   

（３）特別支援学校地域支援コーディネーター * 
地域支援コーディネーターが学校を訪問し特別支援学校に係る就学や進路の相談を行いま

す。また、特別支援学校での本人、保護者との教育相談を行います。  

児童生徒・保護者 
   

学 校 
 

 

（２） 
（１） 

（３） 

関係機関  
・医療  
・福祉  
・就労  等  

（Ｃ） ② ① （Ｂ） （Ａ） 

【養護教育センター】  
   
①市内の特別支援教育の推進  
 ・子どもや保護者に対する相談   

・関係機関との連携   

・教職員への研修  ・研究  

 
②学校支援  

・医療的ケア等の多様な教育的ニーズに

応じる人的配置（看護師、指導員、介助

員等）   

・学校の校内支援体制を支えるための学

校訪問相談員の活用  

 【教育支援課】 
２  特別支援教育に関するネットワークの構築  

（Ａ）近隣小中学校のネットワークの構築  

近隣校の特別支援学級担当が教育実践や進路

指導等の情報交換を行う機会を設定します。  
   
（Ｂ）特別支援教育情報の収集と整理  

教職員が必要な時にすぐに情報にアクセスで

きるよう特別支援教育に関する情報の整備を図

ります。  
   
（Ｃ）関係機関とのネットワークの充実  

個別の教育支援計画の共有と連携会議等の促

進を図ります。  

エリア方式 ：地域内の実情に即した支援を迅速に講じるために、学校間の連携を進め、各学校の校内支援  

体制を整備し支援力を高めて、学校主体の特別支援教育を推進する取組  

 

 
特別支援教育 

エリアコーディネーター在籍校 
通級指導教室 

特別支援学校 
地域支援コーディネーター 

近隣小中学校  

💻 
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第１章 連続性のある多様な学びの場の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 通常学級 

第２節 特別支援学級 

第３節 通級指導教室 

第４節 高等学校 

第５節 特別支援学校 

第６節 就学支援委員会 

第７節 交流及び共同学習 

第８節 人的配置 
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１－０１【通常学級】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○通常学級内に多様な特別な教育的ニーズのある児童生徒が在籍していることが周知され、通級指

導教室の利用が増えてきました（資料１、２参照）。 

○養護教育センターの相談において通常学級に在籍する児童生徒の占める割合が大きく、専門機関

への接続も進んでいます（資料３参照）。 

○特別な教育的ニーズのある児童生徒に対する引継ぎを効果的に行うことで、基礎的環境整備と合

理的配慮の円滑な実施につながっています（資料４参照）。 

●通常学級における個に応じた支援については、関係機関との接続を待っている間に児童生徒の不

適応状態が広がることがあり、早期の対応が必要です。 

  

２ 今後の方針 

(1)日常生活又は社会生活において受ける制限は、個々の心身の機能の特性のみに起因するものではな

く、社会的障壁との相互作用によって生じるといった「障害の社会モデル*」の周知を図ります。 

(2)同じ学習目標に対して個に応じた学習参加や方法を認め合うことで、学習参加を高めるとともに

社会的障壁を小さくし、特別な教育的ニーズのある児童生徒の意欲の向上を図ります。 

(3)学級担任をはじめとする教職員が、一人一人の多様なニーズに気づき、寄り添い、適切な指導・

支援が行えるよう特別支援教育に関する意識と資質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 具体的な取組 

○「障害の社会モデル」に関する周知(1) 

・「障害の社会モデル」に関する教職員向けリーフレットの内容等の検討 

・基礎的環境整備と合理的配慮の促進 

○「個別最適な学び*」の展開(2) 

・個に応じた学び方に関する情報の各種会議等における周知 

・児童生徒一人一人の選択と決定を支える個に応じた学び方の検討と共有 

○校内における教職員の特別支援教育に関する意識と資質を高めるシステムづくり(3) 

・特別支援教育に関する情報共有から児童生徒理解、実行、評価を促すＰＤＣＡサイクルの構築 

・通常学級における適切な指導・支援を支える教職員の役割分担等、効果的な校内支援体制の構築 

  

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯「障害の社会モデル」に関する周知 検討 実施    

◯個別最適な学びの展開 検討 実施    

◯教職員の意識と資質を高めるシステムづくり 検討 実施    

【「障害の社会モデル」とは】 

 ・視覚に障害がある場合、絵や文字の情報が中心の環境にあると情報を把握することが困難になります。

そのため、音声情報や触覚情報で伝える必要があります。下肢が動かしにくい場合、歩行での移動が

困難になることがあります。そのような場合には、車いすを使って、自分で移動できる状況をつくる

必要があります。 

 ・心身機能の障害があるだけでなく、本人のいる環境や周りから求められている内容によって障害が生

じることがあります。このような見方を「障害の社会モデル」としています。 

 ・「障害の社会モデル」の考え方に立つことで、心身機能の障害によって解決できない問題があると考え

るのではなく、周りの人の行動や環境整備によって社会参加を促すための手がかりを本人とともにつ

かむことができます。 
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１－０２【特別支援学級】 

教育的ニーズに応じた学びを居住する地域の学校で受けることができるように、必要に応じて特別支

援学級を設置しています。その結果、小中学校の特別支援学級等の設置率は 32.4％（平成 19 年度）か

ら 86.6％（令和４年度）まで高まり、居住する学区での就学ができるようになってきました（資料５、

６参照）。どの障害種においても、早期発見・早期支援、また切れ目のない指導や支援、配慮のため、幼

稚園、保育所、小学校、中学校間で連携を図ります。 
 
 

１－０２－０１【知的障害特別支援学級】 

１ 現状（○）と課題（●） 

○知的な遅れがあり、本人、保護者の意向を最大限尊重し、就学支援委員会の意見をもとに、本人、

保護者と合意形成の上、入級となった児童生徒が学習、生活しています。 

○少人数の学級が増えたことで、集団参加の機会の確保と社会性の向上を目指して、校内の交流及び

共同学習や他校の特別支援学級との交流及び共同学習を行っています。 

●児童生徒個々の教育的ニーズは多様化しています。学級規模を踏まえつつ、実態に応じた教育課程

の編成が求められています。 

●中学校卒業後の進路について不安や悩みを抱える家庭もあります。長期的な見通しをもった進路指

導を行うため、担任も家庭も進路に関する情報を知る必要があります。 
 
 

２ 今後の方針 

(1)中学校区等、近隣の学校との連携を深め、他校との交流活動を計画的に進めていきます。また、教

育的ニーズに応じた、校内での交流及び共同学習の活性化に努めます。 

(2)個別の教育支援計画・個別の指導計画を作成し、個々の特性や教育的ニーズに応じた教育課程の

編成を進めていきます。 

(3)中学校卒業後の進路についての情報を共有し、周知していきます。 

 
 

３ 具体的な取組 

○交流及び共同学習の促進(1) 

 ・養護教育センター専門研修、特別支援学級担当者研修にて情報提供 

・近隣校による実践事例の情報交換 

・交流及び共同学習の実施に向けた校内支援体制づくりに関する情報提供 

○実態に応じた教育課程の編成のための研修の実施(2) 

 ・養護教育センター専門研修、特別支援学級担当者研修など 

○進路指導に関する情報の共有と周知(3) 

 ・養護教育センター専門研修、特別支援学級担当者研修、ブロック研修など 

・進路指導主事及び特別支援学級担任へ周知する機会の設定 

 
 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯交流及び共同学習の促進 実施     

◯実態に応じた教育課程の編成のための研修の実施 実施     

◯進路指導に関する情報の共有と周知 実施     
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１－０２－０２【自閉症・情緒障害特別支援学級】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○コミュニケーションの苦手さやこだわりの強さによって、集団生活に支援を要する場合に、本人、

保護者の意向を最大限尊重し、就学支援委員会の意見をもとに、本人、保護者と合意形成の上、入

級となった児童生徒が学習、生活しています。 

○星久喜小中学校籍の院内学級（精神疾患等）や真砂中学校の教育相談指導教室（不登校傾向等）は

自閉症・情緒障害特別支援学級に含みます。 

●中学校卒業後の進路について、不安や悩みを抱える家庭もあります。長期的な見通しをもった進路

指導を行うため、担任も家庭も進路に関する情報を知る必要があります。 

 

２ 今後の方針 

(1)校内での交流及び共同学習が一層充実できるようにしていきます。 

(2)児童生徒の多様化するニーズに応じて、多様な教育課程を編成していきます。 

(3)中学校卒業後の進路についての情報を共有し、周知していきます。 

 

３ 具体的な取組 

○交流及び共同学習の促進(1) 

 ・養護教育センター専門研修、特別支援学級担当者研修にて情報提供 

・近隣校による実践事例の情報交換 

・交流及び共同学習の実施に向けた校内支援体制づくりに関する情報提供 

○多様な教育課程(2) 

 ・教育委員会と学校が連携した教育課程の研究 

 ・各種研修会において、地域や児童生徒の実態に応じた自立活動に関する指導内容・方法を検討 

○進路指導に関する情報の共有と周知(3) 

・養護教育センター専門研修、特別支援学級担当者研修、ブロック研修など 

・進路指導主事及び特別支援学級担任へ周知する機会の設定 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯交流及び共同学習の促進 実施     

◯実態に応じた教育課程の編成のための研修の実施 実施     

◯進路指導に関する情報の共有と周知 実施     
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１－０２－０３【病弱、虚弱、肢体不自由特別支援学級】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○令和４年度現在、病弱特別支援学級が１校（磯辺小学校：短期入院児童対応のための院内学級）、虚

弱特別支援学級が２校（園生小学校、朝日ケ丘小学校）、肢体不自由特別支援学級が３校（海浜打瀬

小学校、土気南小学校、誉田小学校）に設置されています。 

○病気のため、長期入院をしている児童生徒に関しては、県立仁戸名特別支援学校や県立四街道特別

支援学校が在籍校や医療機関と連携して学習支援などを進めています。 

○知的障害の有無によっても教育的ニーズが異なります。知的障害がない児童生徒に関しては、学習

保障が必要になります。また、知的障害のある児童生徒に関しては、安全面を保障したうえで知的

障害特別支援学級を参考に教育課程を編成しています。 

●教育的ニーズに合わせた教育課程の編成が望まれていますが、専門的な知識や指導技術、経験のあ

る人材の十分な確保が難しい現状があります。 

 

２ 今後の方針 

(1)特別支援学校のセンター的機能*の利用促進や医療機関等との連携を深め、学級担任が専門的な知

識や支援法を学べる場を構築していきます。 

(2)必要な支援を受けながら安全で安心な学校生活が送れるよう、必要に応じて、環境の整備に努め

ます。 

(3)知的障害の有無や今後の進路等も踏まえ、個々の教育的ニーズに合わせた教育課程を編成します。 

 

３ 具体的な取組 

○関係諸機関との連携(1)(2) 

 ・特別支援学級担当者会議等において特別支援学校と医療等の関係諸機関との連携を周知 

・設置校にて関係諸機関とのケース会議等の開催 

・設置校と関係諸機関の連携と相談体制の構築 

・特別支援学校のセンター的機能を活用したり、理学療法士*、作業療法士*等から助言が受けられ

るように養護教育センターの機能拡大を検討したり、専門的な知識や支援法を学ぶ場の設定 

・病弱、虚弱、肢体不自由教育に関する研修についての情報提供 

○基礎的環境整備(2)  

・病虚弱学級、肢体不自由学級に在籍する児童生徒の障害の実態を踏まえた備品等の整備や配置、 

施設改修など 

○教育的ニーズに合わせた教育課程の編成(3) 

 ・本人の意向や主治医の指示等を踏まえた教育的ニーズの把握 

 ・教育的ニーズを踏まえた個別の教育支援計画の作成及び特別の教育課程の編成 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯関係諸機関との連携 実施     

◯基礎的環境整備 実施     

◯教育的ニーズに合わせた教育課程の編成 実施     
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１－０３－０１【通級指導教室（言語障害・難聴通級指導教室）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○対象の児童数の増加と学区の状況を検討し、言語障害・難聴通級指導教室の設置を進めてきました

（資料７参照）。通級担当者同士の学び合いを通した専門性の向上によって、通級を希望する多く

の児童に対して適切な指導を提供することができています。 

●難聴児においては、発見が遅れたために就学前に必要な指導や支援、配慮を受けていない場合があ

ります。また難聴や吃音等の障害種では中学進学後も支援、配慮が必要ですが、十分に理解が得ら

れないことがあります。 

●難聴の児童・生徒は学校生活で情報保障等の支援が必要であるため、基礎的環境整備や人材を確保

する必要があります。 

 

２ 今後の方針 

(1)地域別に児童数を把握し、人数が多い地域には通級指導教室を新たに設置して送迎の利便性を高

めます。また教室、教員が増えることで、一人一人の児童に対して、十分な指導、支援が行われる

ようにします。また、発達障害等を併せもつ児童生徒のことば・きこえの指導、支援について検討

します。 

(2)早期発見・早期支援、また切れ目のない指導や支援、配慮のため、幼稚園、保育所、小学校、中学

校間で連携を図ります。教職員への理解、啓発に努め、学校生活でよりよい支援、配慮を受けられ

るようにします。 

(3)難聴の児童の指導や支援、配慮に必要な環境や機器を整備します。 

 

３ 具体的な取組 

○通級児童数が多い地域に通級指導教室の新設を検討(1) 

○言語障害難聴通級指導スーパーバイザーや専門職の配置検討(1)(2) 

 ・言語障害・難聴通級指導スーパーバイザーによる個別の相談や言語障害・難聴通級担当者への助

言、指導 

 ・言語聴覚士*等の配置による助言・指導 

 ・発達障害等を併せもつ児童生徒のことば・きこえの指導、全体的な発達支援について相談、助言 

○連携(2)(3) 

 ・療育センター、養護教育センターとの連携の充実 

○教職員への理解・啓発(2) 

 ・管理職や新規採用者、養護教諭、通級児童担任への言語障害や難聴の理解と周知の場を確保 

 ・就学前施設の職員や中学校教員、特別支援教育コーディネーター対象の研修会の実施 

○難聴児童生徒のサポート体制の充実(3) 

・ギガタブ*を活用した情報保障の検討、近隣大学との連携によるボランティア人材の確保 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

○通級指導教室の新設 実施     

○言語障害・難聴通級指導スーパーバイザーや専門職の配置 検討  実施   

○連携 実施     

○教職員への理解・啓発 実施     

○難聴児童生徒のサポート体制の充実 検討 実施    
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１－０３－０２【通級指導教室（ＬＤ等通級指導教室）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○小学校・中学校共に全ての区に設置され、入級を希望する児童生徒数の増加に対して通級指導を提

供できる体制が整ってきました（資料８参照）。また、巡回による指導は小学校では全ての区で実施

されています。中学校は現在１校での実施ですが、今後、全ての区での実施を検討しています。 

○通級指導教室での指導内容や合理的配慮に関する情報を在籍校に伝達することで、校内支援体制の

充実や校内の教職員への適切な理解と周知といった「学びの連続性」が進んでいます。 

●児童生徒のニーズに応じた指導や支援を行うために、心理・教育的なアセスメントを行う力が求め

られています。また、通級による指導を実施する上で、通常の学級担任や在籍校、保護者など関係

機関とよりよい支援を話し合い、調整する力が求められています。 

●障害の特性に応じた教室環境の整備や教材・教具が不十分という現状があります。ＩＣＴの活用も

含めた環境整備が必要とされます。 

 

２ 今後の方針 

(1)小学校においては巡回による指導ニーズが高い学校にサテライト教室を設置することを検討し、

中学校ではオンラインによる指導を効果的に行う体制を整え、指導支援の充実を図ります。 

(2)早期発見・早期支援、また切れ目のない指導や支援、配慮のため、幼稚園、保育所、小学校、中学

校間で連携を図ります。在籍校やＬＤ等通級指導教室、関係機関とのネットワークづくりを推進

します。 

(3)教職員の専門性を高めるための研修や運営上の課題解決に向けた研修を行います。 

(4)ギガタブの機能を最大限生かして、障害の特性に応じた指導を行います。そのために担当者同士

の情報交換を行います。 

 

３ 具体的な取組 

○巡回指導担当の専任化(1) 

・巡回指導担当の専任化やサテライト教室設置に向けての検討 

○通級指導担当の専門性の活用(2) 

・地域の学校の相談支援、養護教育センターの相談業務との連携 

 ・地域エリア（総論：「エリア方式図」参照）の相談体制の構築、ネットワークづくりを推進 

 ・巡回指導校における事例検討会等の実施 

○通級指導担当の専門性の向上(3) 

 ・通級指導担当を対象とした研修の実施 

 ・ＬＤ等通級指導スーパーバイザー（経験の浅い通級指導担当への指導助言役）の配置検討 

○ＩＣＴの効果的な活用(4) 

 ・ギガタブを生かした指導法の構築 

・オンラインによる指導の実施 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯巡回指導担当の専任化 実施     

◯通級指導担当の専門性の活用 検討 実施    

◯通級指導担当の専門性の向上 検討 実施    

◯ＩＣＴの効果的な活用 実施     
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１－０４【市立高等学校（稲毛高等学校・千葉高等学校）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○通級指導教室*が平成 30年度に稲毛高等学校に開設され、高等学校の特別支援教育の体制整備が進

みました。令和４年度に千葉高等学校に通級指導教室が設置され、市立高等学校全てに設置となり

ました（資料８参照）。 

○教育相談会議の中で特別に配慮が必要な生徒の内容が含まれるようになり、情報の共有化が進み支

援が必要な生徒への手立ての立案が進みました。 

○卒業後の自立や社会参加に向けた進路指導や就労支援（キャリア教育*）を取り入れたことで特性

に応じた進路を選択できるようになってきています。 

●高校入学後、新しい環境に適応できず、自己肯定感が下がり、心身のバランスを崩し進路変更をす

るケースも生じています。  
   

２ 今後の方針 

(1)高等学校における校内支援体制の充実を図ります。  

(2)一人一人の多様化するニーズに応じた支援方法を検討し、実践例を積み重ねていきます。 

(3)通級指導教室と大学等との連携を充実させます。  

(4)卒業後の進路を適切に選択できるように、進路指導の充実を図ります。 
   

３ 具体的な取組 

○高等学校における校内支援体制整備(1) 

 ・特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援委員会の開催と入級システムの構築 

 ・スクールカウンセラー（ＳＣ）等の活用 

 ・教育センター、養護教育センターとの連携 

 ・医療機関（心療内科・児童精神科等）との連携 

 ・履修と修得に対する職員の共通理解（合理的配慮） 

○研修(2) 

 ・特別支援教育に関する校内研修の実施の促進 

 ・事例検討会の実施 

 ・校外研修の参加の推奨 

○通級指導教室(3) 

 ・通級指導教室を設置する県立高等学校との連携・協力 

 ・市内の高等学校の通級生徒の交流授業開始（対面・リモート） 

○進路指導(4) 

 ・進路担当との合同指導（リモート面接・リモート受験等）  

 ・卒業後の進路見据えた関係機関との連携 

 ・進学先の大学との連携 

   

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯高等学校における校内支援体制整備 実施     

◯研修 実施     

◯通級指導教室 実施     

◯進路指導 実施     
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１－０５－０１【市立特別支援学校（第二養護学校・養護学校中学部）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○第二養護学校、養護学校中学部では、各教科、道徳科、特別活動及び自立活動については、「各教科

等を合わせた指導*」の形態を取り入れた教育課程の編成を行っています。 

○特別支援学校のセンター的機能として、市内の知的障害特別支援学校が連携し、特別支援教育の支

援に関する啓発を行っています。両校の地域支援コーディネーターは依頼のあった教育・保育施設

や小中学校などの相談支援をしています。 

○令和３年度より、市立特別支援学校の地域支援コーディネーターを「特別支援教育エリアコーディ

ネーター」に指名し、校内支援体制や進路指導に係る助言等、小中学校の支援も担うようになりま

した。 

○「交流及び共同学習」では、継続して地域の小中学校に理解啓発をすすめ「居住地校交流」を行っ

てきました。IＣＴを活用した交流及び共同活動も見られるようになりました。 

●児童生徒数は横ばいから緩やかな増加傾向にあり、施設・設備の老朽化や教室不足に伴うプレハブ

校舎の設置やスクールバスの増便などの対応が必要です（資料９参照）。 

●ギガタブを活用し、オンラインによる交流及び共同学習や居住地校交流の継続的な実施方法につい

て、今後も検討し、実践を積み上げていく必要があります。  

 

２ 今後の方針 

(1)長期的な視点で、在籍人数の状況と推計をみて、施設設備、老朽化対策を検討します。 

(2)ＩＣＴを活用した教育活動をさらに検討していきます。 

(3)地域支援コーディネーターの業務内容の明確化を図り、各関係機関と連携を図りながら機能を充

実させ、積極的にセンター的機能を果たせるようにします。また「特別支援教育エリアコーディネ

ーター」としての役割も担います。 

 

３ 具体的な取組 

○施設・設備の老朽化対策(1) 

・「特別支援学校設置基準*」施行に伴う設置基準の見直しの実施により、施設・設備面の改修や教

室不足に対して増設等の検討 

○ＩＣＴを活用した学習の推進(2) 

・効果的なＩＣＴを活用した授業実践の検討や実践 

・ギガタブ活用した交流など、継続的で実施可能な居住地校交流の実施方法の検討 

○センター的機能の充実(3) 

・地域支援コーディネーターの研修機会の確保 

・地域支援コーディネーターの学校訪問による小中学校、高等学校教員や保護者への相談支援 

・特別支援教育エリアコーディネーターとして担当エリアの小中学校の支援体制づくりを支援 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯施設・設備の老朽化対策 
検討 
調整 

実施    

◯ＩＣＴを活用した学習の推進 実施     

◯センター的機能の充実 実施     
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１－０５－０２【市立特別支援学校（養護学校高等部・高等特別支援学校）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○養護学校高等部、高等特別支援学校は、入学者選考を経て入学しますが、受検資格として、療育手

帳取得と事前の教育相談が必要です。また、高等特別支援学校については、受検者数が定員を上回

る状況が続いています。 

○卒業後の就労に関しては、県教育委員会が「千葉県特別支援学校就労支援ネットワーク連絡会」を

開催しています。各特別支援学校の進路指導主事や就労支援コーディネーター、関係機関が集まり、

産業現場等における実習の受け入れ先や就労に向けての連携を図っています（資料 10参照）。 

○中学校通常学級からの高等部へ進学する生徒がいます。学校公開や説明会への参加を周知し、入学

前に進路情報を正確に伝達しています。入学後の特別支援学校の生活を見通して、適切な学びの場

への進学ができるように進路指導を進める必要があります。 

●コロナ禍においては、産業現場等における実習の受け入れが難しい事業所もありました。連絡会等

での情報共有を確実に行い、本人・保護者の不安を軽減していくことも課題となっています。 

●高等部段階においても１人１台の端末環境の推進が進んでいます。各学校の特色に応じたＩＣＴ活

用の実現に向けた取組を推奨していく必要があります。 

 

２ 今後の方針 

(1)特別支援学校のセンター的機能を充実させ、教職員や保護者への教育相談、教育課程の周知を行

います。 

(2)学校と関係機関等が連携し、企業等への障害者理解を深める取組を行い、産業現場等における実

習先の開拓や企業等への障害者理解を促進します。各区の障害者基幹相談支援センター*や福祉機

関との情報共有を図り、課題を明確にします。 

(3)高等部の教員がより積極的に、授業や地域間での連携にＩＣＴを活用できるようにします。 

 

３ 具体的な取組 

○センター的機能の充実と活用(1) 

・地域支援コーディネーターの訪問による小中学校、高等学校の教員や保護者への相談支援 

・学校参観、学校説明会を充実し、教育課程の理解の促進 

◯進路指導の充実(2) 

・就労に向けた関係機関との連携の充実（就労支援ネットワーク連絡会への市教育委員会の参加） 

・各学校での進路指導の充実、卒業後のフォローアップのさらなる充実 

・企業との連携 

○ＩＣＴを活用した学習の推進(3) 

・ＩＣＴ機器の整備 

・ＩＣＴの活用及び社会自立や職業自立に向けた一助としての利用方法の実践事例の集積 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯センター的機能の充実 実施     

◯進路指導の充実 実施     

◯ＩＣＴを活用した学習の推進 実施     
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１－０６【就学支援委員会】 
 

１ 現状（○）と課題（●） 

○令和２年に条例の改正を行い、「就学指導委員会」から「就学支援委員会」への名称の変更、障害

種ごとに専門的な審議・助言を行う機関として、「部会」を設置しました。部会は、５部会ありま

す(「知的、自閉症・情緒部会」「言語・難聴部会」「病虚弱部会」「肢体不自由・視覚障害部会」

「ＬＤ等部会」資料 11参照)。養護教育センターや特別支援学校での就学相談を経て、本人、保

護者の意向を最大限尊重し、就学支援委員会にて障害の状態や教育上必要な支援の内容、就学先

に関して審議した意見をもとに、本人、保護者と合意形成を図って教育委員会が就学先を判断し

ます。 

○「知的、自閉症・情緒部会」、「言語・難聴部会」、「ＬＤ等部会」での審議件数が増加しています

（資料 12参照）。 

○本市の就学支援委員会は、就学、転級、入級後の指導支援についても助言を行っています。ま

た、就学支援委員会の判断と実際の措置が異なったケースの経過を２年間確認しています。就学

後(通級後)などの適応状況に応じて担任から情報収集し、保護者との相談後、場合によっては再

審議を行っています。 

●自閉症・情緒障害学級在籍の児童生徒の増加により進路が多様化しています。中学校進学におけ

る進路相談や卒業後の進路について、就学支援委員会で示された指導・助言を生かす仕組みが必

要です。 
 

２ 今後の方針 

(1)就学支援委員会を円滑に実施します。 

(2)就学支援の考え方に基づき、就学先に関する専門的な意見に加えて、就学後(進学後)の支援につ

いても助言を行います。 

(3)多様な学びの場を用意し、適切な時期に円滑に学びの場を見直すことができるようにします。ま

た、学びの場の変更後もそれまでの支援の状況が次の学びの場に引き継げるように、関係機関と

の連携も含めて、引継ぎのシステムを作ります。 

(4)中学校進学後や高校卒業後を見据えた、指導・助言ができるようにします。 
 

３ 具体的な取組 

○就学支援委員会全体 (1) 

・学校、保護者への目的周知 

・開催回数、運営等の検討 

○就学(入級)後の指導・助言の拡充 (2) 

・関係者会議開催の指示：医療、福祉等を含む 

○関係機関間での本人に係る資料の円滑な提供システムづくり (3) 

・手続き、書式の簡略化 

○特別支援学級担任への進路に関する情報提供 (4) 

・就学支援委員会に係る指導助言内容の伝達手段の検討 
 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯就学支援委員会全体 実施     

◯就学（入級）後の指導・助言の拡充 実施     

◯関係機関間での本人に係る資料の円滑な提供システムづくり 検討 実施    

◯特別支援学級担任への進路に関する情報提供 実施     
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１－０７【交流及び共同学習】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○通常学級と特別支援学級との交流及び共同学習（学校内交流*）では、各学校において個に応じた

内容を設定して取り組んでいます。 

○特別支援学級同士の交流（学校間交流*）では、小中学校共に地域ごとに活動を計画して進めてい

ます。げんきキャンプやげんき交流会*といった本市全域の特別支援学級が交流する行事も伝統的

に継続しています。ＩＣＴ（ギガタブ）を使ったオンラインによる交流も行っています。 

○市立特別支援学校の交流及び共同学習では、各学校の実情に即して、近隣学校や地域等との交流

を継続的に進めています。 

○居住地校交流では、市立及び県立特別支援学校の児童生徒を本市の小中学校が受け入れる交流を

行うもので、本人・保護者の希望に基づき実施しています。実施人数や実施回数は増えており、

学びの場を見直すきっかけにもなっています。 

○令和元年９月に教育支援課において「交流及び共同学習」のリーフレットを作成しました。学校

へ配布し、交流及び共同学習の推進を図っています（資料 13参照）。 

●各学校は、居住地校交流に関する実施計画等を作成して取り組んでいます。居住地校交流実施に

当たっては、準備や打ち合わせの時間の確保、付添等の安全面の配慮、活動内容等の課題が挙が

っています。 

  

２ 今後の方針 

(1)特別支援学級の設置率が高まった利点を生かして、特別支援学級を基点として、様々な交流及び

共同学習を積極的に進めます。特別支援学校の交流及び共同学習も含め、障害のある子どもと障

害のない子どもとの相互理解を深め、多様性を尊重する心を育てる教育を推進します。 

(2)地域で共に暮らす障害のある人への関心を広め、学校卒業後も障害のある人が豊かで安心した地

域生活が送れるよう、居住地校交流の充実を図ります。 

(3)第３次学校教育推進計画において、交流及び共同学習の実施に係る数値目標を設定し、評価して

いくことを通して、管理職をはじめ、教職員への理解推進を図っていきます。 
  

３ 具体的な取組 

○交流及び共同学習全体 (1) 

・ガイドラインや実施マニュアルの作成と配付 

・教育課程上の位置づけの明確化と個別の指導計画の作成 

・異校種*間交流の検討・実施の促進 

・障害のある人の立場を理解し、共によりよく生活するための方法や工夫を考える授業の推進 

○居住地校交流の充実 (2) 

・実践事例集作成の検討 

・学区に居住する特別支援学校在籍児・保護者との連携(例、学校行事の案内配布等) 

○実施に係る数値目標（年間）への評価(3) 

・第３次学校教育推進計画に係る実績評価 

・学校内交流：175回／人、学校間交流：７回／校、居住地校交流：175回／全市 
  

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯交流及び共同学習全体 実施     

◯居住地校交流の充実 実施     

○実施に係る数値目標への評価 実施     
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１－０８－０１【人的配置】（特別支援教育指導員配置事業、学校訪問相談員派遣事業） 

発達障害等で緊急に対応が必要な児童生徒に対して、特別支援教育指導員（以下「指導員」）を配置

しています。半期の間、児童生徒の支援をするとともに校内支援体制づくりの支援を行っています。

また、実際の学校場面での対応方法や校内支援体制づくりについて指導助言できるよう、学校訪問相

談員（以下「訪問相談員」）を派遣します。 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

〇令和３年度は、情緒面や行動面で緊急な対応が必要な児童生徒に対して、前後期で 80 人に指導員

を配置しました。令和４年度には、４人を増員し、前後期で 88 人に対応できるようにしました。

指導員は、担任と協力して、児童生徒の指導に当たります。また、個別の教育支援計画、個別の指

導計画作成への協力もしています（資料 14参照）。 

〇指導員配置校を中心に、特別な支援を必要とする児童生徒への支援方法や校内支援体制づくりにつ

いての助言を行う訪問相談員を派遣しています。また、特別支援学級、通常学級、特別支援学校担

任への指導や校内研修会の講師等を通して、幅広く特別支援教育について指導助言をしています。

令和３年度は６人で 407回訪問しました（資料 15参照）。 

〇指導員に対して、指導員研修を毎月実施し、一人一人の教育的ニーズに応じた対応ができるよう資

質向上に努めています。研修では、訪問相談員がスーパービジョンを行っています。 

●指導員配置の希望が、毎期 100件ほどあります。 

●指導員配置校以外にも計画的に訪問相談員を派遣し、具体的な指導支援の在り方を助言できるよう

にする必要があります。 

 

２ 今後の方針 

(1)指導員の増員及び訪問相談員の派遣できる時間の拡充を行い、各学校の校内支援体制を整え、教

職員が発達障害のある児童生徒への対応力を向上できるようにしていきます。 

(2)指導員の配置を通して、教職員の対応力の向上をこれまで以上に意識し、取組みます。 

 

３ 具体的な取組 

〇特別支援教育指導員の増員(1) 

〇学校訪問相談員の派遣時間増(1) 

〇指導員への研修及び担任への助言の充実(2) 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

〇特別支援教育指導員の増員 検討 実施 
 

  

〇学校訪問相談員の派遣時間増 実施 
 

   

〇指導員への研修及び担任への助言の充実 実施 
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１－０８－０２【人的配置】 

（特別支援教育介助員配置事業、スクールメディカルサポート事業、学校生活サポート事業） 

児童生徒の様々な教育的ニーズに的確に応えていくために学校が人的資源を活用し、「チーム学校」

で取り組んでいます。常時介助が必要な子どもに特別支援教育介助員（以下「介助員」）を配置してい

ます。また、医療的ケアの必要な児童生徒には看護師（スクールメディカルサポーター。以下「サポ

ーター」）の派遣を行っています。学校生活を送る上で必要な支援をするボランティアの交通費の補

助も行っています。 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

〇令和４年度の特別支援教育介助員配置事業では、移動・食事・着替え・排泄で常時介助が必要な 19

校 21人の児童生徒に対し、介助員 15人を配置しています。令和４年度は実態に応じて週２日～５

日配置しています（資料 16参照）。 

〇令和４年度のスクールメディカルサポート事業では、導尿や吸痰などの医療的ケアが必要な児童生

徒５人に対し、訪問看護ステーションも活用しつつ、サポーターを７人派遣し、自立に向けた支援

を行っています（資料 17参照）。 

〇指導的役割を担う看護師としてスクールメディカルアドバイザーを配置し、学校と看護師の連絡調

整や学校の支援体制への助言、自己対応が可能となった児童生徒のアフターケアを行えるようにし

ています。 

〇平成 30 年度に設置した「医療的ケア検討会議」を年に２回実施し、本市の医療的ケアの実施状況

や児童生徒の状況を確認し、より安全・安心な医療的ケアの実施に努めています。 

〇令和３年度の学校生活サポート事業では、肢体不自由や難聴等などで学校生活を送る上で必要な支

援を行うボランティアを募集し、交通費の補助を行っています。 

〇施設の改修や医療的ケアの必要な児童生徒の早期発見や相談体制の構築、施設の改修や人員の確保

を確実に行うため、「連携サポートリスト」を作成し、就学前に教育・保育施設と連携しています。 

○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（医療的ケア児支援法）」（令和３年９月施行）

を踏まえた、事業運営の理解推進、関係機関との連携の強化が必要となっています。 

●教育的ニーズの多様化への対応を検討する必要があります。 

 

２ 今後の方針 

(1)様々な教育的ニーズが必要な児童生徒が増えているため、適切な指導や個別の支援のための人的

配置を充実させ、より質の高い校内支援体制確立を支援します。 

(2)医療、保健、福祉、教育等との連携の一層の強化を図ります。  

(3)多様なニーズに応えるため、配置する人員への研修を実施し、資質向上を図ります。 

 

３ 具体的な取組 

○各事業運営に係る理解の促進(1)(3) 

・説明会や計画的な巡回指導の充実 

○医療、保健、福祉、教育等との連携の一層の強化(2)  

・特別支援連携協議会等の充実 

○介助員、スクールメディカルサポーター等の資質向上(3) 

・各事業における定期的な研修の実施、内容の充実 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯配置説明会や研修会の実施、内容の充実 実施 
 

   

◯医療、保健、福祉、教育等との連携の一層の強化 実施 
 

   

◯各事業における研修の実施、内容の充実 実施 
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第２章 多様な教育的ニーズに応じるための教職員の専門性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 研修  

第２節 研究 

第３節 特別支援教育コーディネーター 

第４節 特別支援教育エリアコーディネーター 
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２－０１－０１【研修（養セ等研修）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○令和３年度は、特別支援教育担当者を対象として、下記の研修や会議を行いました。 

・教育支援課：特別支援学級担当者研修（全体研修・エリア｟区ごと｠研修）、 

       通級指導教室担当者研修（｟障害種別｠研修）、 

       特別支援学級・特別支援学校担当者会議、通級指導教室担当者会議、 

       教育課程研究協議会、計画訪問（年間 30校）、要請訪問（希望校） 

・養護教育センター：基本研修５講座（新任特別支援教育担当者｟特別支援学級、通級指導教室、特別支

援教育コーディネーター｠）、専門研修 35講座（希望者 資料 18参照）、 

ビフォア研修（講師）、スキルアップ研修（夜間講座 希望者）、 

福祉連携出前講座（モデル研修）、トワイライト相談（教職員の相談）、 

学校訪問相談（希望校 授業参観とケース会議）、要請訪問（希望校） 

・教育センター：初任者研修、リレー研修（２，３年目研修）、５年経験者研修、中堅教諭等資質向上

研修、（11年目研修）に特別支援教育の内容を盛り込んでいます。 

○県主催の研修や国立特別支援教育総合研究所主催*の研修及び「学びラボ*」を紹介しています。 

○コロナ禍により、授業研究が難しい状況でしたが、ギガタブを用いての研修を工夫しています。 

●令和４年７月の教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部改正による免許更新制が廃止に伴い、

教職員の研修等に関する記録の作成が求められており、新たな研修制度が必要になっています。 

●令和４年度特別支援学校教諭免許状の所有率については、特別支援学級担当者は 54.2％、通級指導

教室担当者は 52.3％です。 

 

２ 今後の方針 

(1)「千葉県・千葉市教員等育成指標」及び本市の教職員研修体系に基づき、キャリアステージに応じ

た専門性を高めていけるように研修内容をさらに検討・充実させていきます。 

(2)教職員のニーズに応じた研究内容を検討・充実させていきます。 

(3)特別支援学校教諭免許状の取得を推進します。 

 

３ 具体的な取組 

○キャリアステージに応じた研修内容の充実(1) 

・キャリアステージごとの研修内容の見直しと研修履歴システム構築の検討 

○ニーズに応じた研修の実施(2) 

 ・教職員のニーズに応じるための担当者会議における伝達、周知内容の検討 

 ・養護教育センターにおける専門研修の充実 

・養護教育センターにおいてトワイライト相談（教職員の相談）、学校訪問相談を実施 

○特別支援教育の免許状の所有率向上のための免許法認定講習の受講の推進(3) 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯キャリアステージに応じた研修内容の充実 検討 実施    

○ニーズに応じた研修の実施 実施     

○特別支援学校教諭免許状の取得を推進 実施     
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２－０１－０２【研修（ブロック研修）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○特別支援学級等の拡充に伴い、経験年数の少ない特別支援教育担当者の専門性の向上を目指して、

各区と通級指導担当の研修推進委員が、研修計画を立て、実施しています（資料 19参照）。 

○特別支援教育の動向や教育活動全般に関する情報伝達や地域や通級指導教室毎に実施する教育実

践力の向上に関する研修を実施しています。 

●授業研究は、学級の規模や学校種、障害種等によって、各々の担任のニーズが異なるので、ブロッ 

クの細分化や特別支援学級担当と通級指導担当の連携等、効果的な実践が求められています。 

●現在の研修回数や方法では、学んだ成果の実施と振り返りの機会としては十分ではないという意見

があります。日常的に教育実践等の交流できる教職員のネットワークづくりが求められています。 

  

２ 今後の方針 

(1)教職員のネットワークの構築し、教職員同士が互いに学び合える環境整備を進めていきます。 

(2)教職員の研修ニーズに対し、より迅速かつ継続的な研修が実施できるようにエリア方式による研

修を進めていきます。 

(3)教職員が必要な時に、教育実践や教育相談等の情報を入手できるように特別支援教育関連情報の

整備をします。 

(4)学校が主体となって特別支援教育に関する教職員の資質・能力の向上機会の設定を支援する制度

を整備します。 

  

３ 具体的な取組 

○教職員のネットワークの構築(1) 

 ・特別支援教育担当の強みや関心等を整理したリストの作成 

 ・定期的に情報交換を行うための体制整備 

○エリア方式による研修の実施(2) 

・特別支援教育担当者の研修ニーズに基づく効果的な研修の実施 

・エリア内の教職員による定期的な研修機会の設定 

・ブロック研修推進委員による研修内容の検討 

◯特別支援教育に関する情報の収集と整理(3) 

 ・教育実践や教育相談等の知見の共有のための情報の整備 

 ・教員の研究、研修実績等の情報の整備 

◯エリアの強みを生かした研修の実施(4) 

・研修における特別支援教育エリアコーディネーターの活用 

・校内の事例検討会における通級指導担当の活用 

  

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯教職員のネットワークの構築 実施     

◯エリア方式による研修の実施 実施     

○特別支援教育に関する情報の収集と整理 検討 実施    

◯エリアの強みを生かした研修の実施 
配置区 

のみ 
  

全区 

実施 
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２－０２【研究】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○養護教育センターでは、千葉市の特別支援教育における課題を明らかにするため、基礎的専門的な 

調査研究を行い、その成果を普及してきました。 

○この５年間に研究で取り組んできた内容は以下の通りです（資料 20参照）。 

 平成 29・30年度：ＬＤ等通級指導教室へのタブレットＰＣ導入に係る活用の在り方と効果測定 

 平成 31・令和２年度：チーム力をより高める校内支援体制の在り方 

 令和３年度：特別支援学級担任への支援の充実を目指して 

●特別支援教育をさらに推進するため、各種マニュアルやツールの開発・普及を進めていくことが求

められています。調査研究における成果物を、指導者向けのマニュアルや研修用テキストとして活

用していきます。 

●特別支援教育担当者のニーズや、特別支援教育担当者に身に付けてほしい力（身に付けたい専門

性）・課題を明確にし、それらに沿った研究に取り組んでいく必要があります。 

●養護教育センターや特別支援教育担当者がこれまでに取り組んだ研究の内容について、情報を収

集、整理し、必要な時にすぐにアクセスできるようにします。 

●研修受講歴をデータ化し、受講歴から個々の得意分野や強みを把握して研修の講師等を依頼した

り、受講者のニーズを把握して研修・研究内容の充実につなげたりしていくことが望まれます。 

 

２ 今後の方針 

(1)特別支援教育推進に必要となる様々なツールを開発し活用を促したり、研究の成果物の周知を図

り研修等で活用したりします。 

(2)特別支援教育担当者のニーズ調査の結果や、特別支援教育の今日的課題、特別支援教育担当者に

必要な専門性を踏まえて研究を進め、成果を分かりやすく周知します。 

(3)養護教育センターが、特別支援教育に関わる関係機関や教育センターと連携し、研究内容や研修

受講歴等の情報の収集と整備に取り組みます。 

 

３ 具体的な取組 

○マニュアルやツールの開発・成果物の活用 (1) 

・各種研修会にてテキストとして活用できるマニュアルやツールの開発 

・各種会議にて成果物を周知 

○特別支援教育担当者のニーズや実態、課題に沿った研究の実施 (2) 

・アンケートや研修を通して研修・研究ニーズを把握 

・特別支援教育にかかわる有識者に意見を求める機会の設定 

○研究内容や研修受講歴等の情報の収集と整備 (3) 

・養護教育センターの研究、現場研究、長期研修、ブロック研修等、所管が異なる研究・研修の内 

容を把握するための情報の収集と整理 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯マニュアルやツールの開発・成果物の活用 実施     

◯特別支援教育担当者のニーズや実態、課題に沿った研究の実施 実施     

◯研究内容や研修受講歴等の情報の収集と整理 検討 実施    
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２－０３【特別支援教育コーディネーター（※以下「特支Ｃｏ」とします。）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○特支Ｃｏの役割は多岐にわたり、特に、通常学級在籍の特別な教育的ニーズのある児童生徒に係る

校内支援体制の構築や個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成等の推進を担っています。 

●本市では、特別支援学級や通級指導等、特別支援教育へのニーズが高まっています。他方、校内の

特別支援教育の推進役である特支Ｃｏは、毎年１／３程度が入れ替わっている状況があります。 

●特別支援教育に係る知見だけでなく、保護者対応や連絡調整といった面でのスキルも必要であり、

学級担任や養護教諭等との兼務も鑑み、それぞれの役割に応じた特別支援教育に関する専門性の向

上が求められています。 

●特支Ｃｏの抱える特別支援教育に特化した相談に対して、管理職を含め、対応できる職員が少ない

ため、校内支援体制への助言や支援を行う必要があります。校外からの特支Ｃｏの支援や人材育成

等の対応が急務となっています。 

 

２ 今後の方針 

(1)特支Ｃｏの役割を明確化し、必要な情報や手段を効果的に教示、提示することで、学校間で差が生

じない特別支援教育の推進を目指します。 

(2)特支Ｃｏの抱える相談に対して、管理職の支援が得られるような啓発や特別支援教育エリアコー

ディネーターや近隣特支Ｃｏとの連携が図れるような体制づくりを目指します。 

 

３ 具体的な取組 

○特支Ｃｏ研修の充実(1) 

・特支Ｃｏ連絡協議会や新任特支Ｃｏ研修、特支Ｃｏ実践講座等の実施 

○管理職や特別支援教育エリアコーディネーターによる校内支援体制の充実(1)(2)  

・特支Ｃｏの円滑な業務遂行を目指した管理職研修等での啓発 

◯特別支援教育エリアコーディネーターとの連携(2) 

・特別支援教育エリアコーディネーターと特支Ｃｏの連携を促進する制度の構築 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯特支Ｃｏ研修の内容精査 実施     

◯管理職研修等での周知・啓発 実施     

◯特別支援教育エリアコーディネーターとの連携 
配置区 

のみ 
  

全区 

実施 
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２－０４【特別支援教育エリアコーディネーター（※以下「エリアＣｏ」とします。）】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○特支Ｃｏや特別支援学級の担任等、特別支援に係る相談を学校から受け、訪問相談や授業参観等を

通して、指導や助言を行い、学校支援を行っています。 

○令和元年度より、モデル事業として開始し、配置拡充を行っています。令和３年度より、市立特別

支援学校の地域支援コーディネーターも加わり、相談等に応じています（資料 21参照）。 

●事業拡充に伴い、連絡会や研修会等、エリアＣｏ間で共通理解を図る必要性が高まっています。 

●特別支援教育に特化した教職員の相談に応じるため、特支Ｃｏのみならず、管理職や特別支援学級

等の担当者の研修会等において、効果的な事業の周知が必要です。 

 

２ 今後の方針 

(1)エリアＣｏの全区拡充を目指しながら、その業務内容を明確化し、適切に事業周知することで、効

果的、効率的な相談支援体制の構築を図ります。 

(2)エリアＣｏ事業の拡充と併せて、エリアＣｏ対象の連絡会や研修会を行うことで、エリアＣｏを

支援する体制を確立していきます。また、専任化に向けての検討も進めていきます。 

 

３ 具体的な取組 

◯エリアＣｏの全区配置(1) 

○エリアＣｏマニュアルの作成(1) 

 ・エリアＣｏの業務内容や活用方法等を明確化したマニュアルの作成 

 ・管理職や特支Ｃｏ、教育相談担当者等の研修での事業周知と活用の推進 

○エリアＣｏの人材育成や支援体制の構築 (2) 

 ・エリアＣｏ間の情報交換を中心とした連絡会の実施 

 ・特別支援教育を専門とする高等教育機関や医療福祉等の外部機関を講師とした研修や学校種、障 

害種を越えた事例検討会の実施 

◯エリアＣｏの専任化の検討(2) 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

○エリアＣｏ全区配置 
拡充 

検討 
    

○エリアＣｏマニュアルの作成 作成  実施   

○エリアＣｏの人材育成や支援体制の構築 実施     

◯エリアＣｏの専任化の検討 検討     
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３－０１【就学相談】  

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○療育センター等の専門機関にて支援を受けている等、就学前の子どもが安心して入学できるよう

に、養護教育センター等での就学相談を行い、入学先の学校との連携に努めています。 

○療育センターと養護教育センターは連携会議をもち、情報交換をしています。民間事業所等で療育

を受けている子どもたちからの就学相談も増えており、連携が必要です。 

○千葉市近隣には知的障害の他、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱の特別支援学校

があり、センター的機能として就学相談に応じています。役割分担を明確にしながら、保護者への

情報の提供や相談機関同士の連携を密にしていく必要があります。 

●特別な支援が必要な子どもの就学に関する相談は、養護教育センターと教育支援課、第二養護学校

や県立特別支援学校などを窓口に対応しています。本人、保護者が安心して就学に関する相談がで

きるように、関係機関に対し、就学相談に関する周知を行う必要があります（資料 22参照）。 

 

２ 今後の方針 

(1)特別な支援が必要な子ども一人一人のニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を受けられる

学びの場を考えていきます。 

(2)保護者の意向を最大限に尊重しつつ、子ども本人の教育を第一に考えます。 

(3)特別支援学校や民間事業所と情報共有をする等の連携を図ります。 

(4)就学前に関わる関係機関（療育センター、医療機関等）との連携を強めて、就学に関する正確な情

報を必要とする全ての保護者等に伝わるように努めます。 

 

３ 具体的な取組 

○就学に関する情報の共有化(1)(2) 

 ・就学前に関わる関係機関への就学相談の流れに関する周知 

 ・各学校にて、保護者、就学前施設の関係者と支援の在り方等に関する共通理解を図る場の設定 

○関係機関との連携(3) 

 ・養護教育センター、療育センター、大宮学園、特別支援学校、民間事業所 等 

○就学説明会の周知（4） 

 ・ホームページで広く周知、就学児が受診している医療機関等への周知 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯就学に関する情報の共有化 実施     

◯関係機関との連携 実施     

◯就学説明会の周知 検討 実施    
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３－０２【教育相談】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○特別な支援が必要な子どもの相談は、養護教育センター、療育センター、発達障害者支援センター、

障害者基幹相談支援センター等が主として対応しています。また、不登校については、主に教育セ

ンターが相談を受けています。児童相談所や青少年サポートセンター等が対応している場合もあり

ます。 

○市内に多様な障害の状態に対応した特別支援学校があります。それぞれの特別支援学校のセンター

的機能として、各校にて教育相談を行っています。 

○養護教育センターは主に学齢期の児童生徒の相談を担っています。保護者からの相談を受け、学校

への指導・支援等を行います（資料 23参照）。 

○近年、不登校の相談が増えており、教育支援課、教育センター、青少年サポートセンター等と連携

を図らなければならないケースがあります。 

●複数の場所で相談を行うことができるため、関係機関をまたがって相談、支援を行うためには、関

係機関同士の連携を図る必要があります。 

 

２ 今後の方針 

(1)各相談機関（養護教育センター、教育センター、療育センター、発達障害者支援センター、障害者

基幹相談支援センター等）の連携を強めます。 

(2)各相談機関の担当者とは、研修等を通じて連携を図ります。 

(3)不登校の相談について各関係機関との情報の共有を図り、連携を強めます。 

 

３ 具体的な取組 

○教育相談に係る連携会議の開催(1) 

○相談担当者への研修を通じての連携(2) 

○不登校に係る関係機関との連携(3) 

 ・教育センターとの連携、相談体制の構築 

 ・放課後等デイサービス*、青少年サポートセンター、フリースクール等との連携 

 ・高等学校段階での相談機関との連携 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯教育相談に係る連携会議の開催 実施     

◯相談担当者への研修を通じての連携 実施     

◯不登校に係る関係機関との連携 実施     
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３－０３【個別の教育支援計画・個別の指導計画】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

○就学前は、ライフサポートファイル*または個別の教育支援計画（幼保版）を作成し、支援ニーズの

ある子どもの支援や実態について、共通理解を図っています。 

○小学校入学後は、個別の教育支援計画を作成します。必要に応じて、個別の指導計画も作成します。

校内や学校間（保育園や幼稚園から小学校、小学校から中学校）で引継を行っています。 

●作成後や引継いだ後の効果的な活用の仕方、書き方や内容の周知等の充実を図る必要があります。 

●本人、保護者と学校関係者とが、特別な教育的ニーズや合理的配慮について合意形成を図り、個別

の教育支援計画・個別の指導計画の作成を行います。その際、在籍する学校にて、一人一人の実態

把握や個々の教育的ニーズに応じた支援を検討できるよう学校体制を支える必要があります。 

●個別の教育支援計画・個別の指導計画の様式例が示されています。各学校等で必要に応じて様式の

変更も可能です。より円滑に引継ができるようを研修する必要があります（資料 24参照）。 

 

２ 今後の方針 

(1)作成や活用について周知し、共通理解を図ります。 

(2)作成の際にはエリアＣｏによる助言や特支Ｃｏの協力等を得たり、作成後には校内支援委員会に

おいて最終確認を行えたりする体制づくりを行います。 

(3)書式が異なる場合の引継ぎのポイントについて周知します。 

 

３ 具体的な取組 

○個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成や活用についての周知と共通理解(1) 

 ・特別支援学級担当者研修や特支Ｃｏ研修において、作成方法や実用的な活用の仕方に関する研修

の実施 

 ・特支Ｃｏや特別支援学級担任等を対象とした「個別の教育支援計画説明会」を開催し、幼保の教

諭や保育士、子どもルーム、アフタースクール*担当等の参加も募ることで、引継ぎなどの活用の

重要性を周知 

 ・管理職、通常学級の担任、養護教諭、スクールカウンセラー等への周知 

○個別の教育支援計画・個別の指導計画の共同立案、作成(2) 

 ・エリアＣｏによる各学校の特支Ｃｏ支援の実施 

・近隣校の担任同士の交流機会の設定 

○引継内容の周知と引継方法の検討(3) 

 ・各種研修会において引継内容等を周知 

 ・地域の幼保小中学校において情報交換を行うことを周知 

 ・負担の小さい引継方法の検討 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯作成や活用について周知・共通理解 検討 実施    

◯共同立案、作成 実施     

◯引継内容の周知と引継方法の検討 検討 実施    
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３－０４【「連携」に関する会議・ネットワークづくり】 

 

１ 現状（○）と課題（●）                               

○ライフステージに応じた適切な支援が受けられる体制づくりのため、千葉市では平成 27年度に「特

別支援連携会議」を立ち上げました。令和元年度には、特別支援の一層の充実・発展を目指し、親

の会・就労・医療の代表も加え、名称を「特別支援連携協議会」と変更し各機関や専門家が集まり、

千葉市の特別支援の方向性を多方面から検討する場となっています（資料 25参照）。 

○特別支援連携協議会では、乳幼児期、学齢期から社会参加までのライフステージごとの相談窓口を

示した「特別な支援が必要な方の総合案内パンフレット」を、平成 29 年度に作成しました。引き

続き毎年の更新とより一層の周知を図る必要があります（資料 26参照）。 

○令和２年度より、各区に千葉市障害者基幹相談支援センターが開設され、教育委員会や特別支援学

校も連携を図っています。 

●「特別支援連携協議会」で検討された内容を実現するために、年間３回の「特別支援連携協議会実

務担当者会議」を開催し協議をしています（資料 27参照）。今後は、各部署の実務担当者との連携

をより密にし、内容に応じて適宜会議を開き協議を進め、具現化に向けて取り組んでいくことが必

要です。 

 

２ 今後の方針 

(1)「特別支援連携協議会」で、幼少期から学齢期、成人期への円滑な移行のために教育・医療・福祉

の正確な情報共有や連携の充実を図ります。 

(2)取組に応じた関係部署同士のより密な連携を通して、情報共有や新たな取組の実現を図ります。 

(3)各区にある「基幹相談支援センター」と協力し、必要な情報が得られたり受けられたりするように

情報を共有し、連携を進めます。 

 

３ 具体的な取組 

○会議の継続と充実(1)(2) 

・「特別支援連携協議会」で千葉市の特別支援の方向性を検討（年１回開催） 

・「特別支援連携協議会実務担当者会議」で、関係部署の実務担当者が方向性実現のための会議を

随時開催 

・「特別な支援が必要な方の総合案内パンフレット」の更新と周知 

○各ライフステージにおけるネットワークの充実(3) 

・対象となる方の必要な支援に関する医療、福祉等の関係機関との連携の充実 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯会議の継続と充実 実施     

◯各ライフステージにおけるネットワークの充実 実施     
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３－０５【ライフステージにおける関係機関との連携】 

 

１ 現状（○）と課題（●） 

〈乳幼児期（就学前施設～小学校）〉 

○乳幼児健診（１歳半、３歳）での早期アセスメントにより、保護者は早期から療育機関で発達相談

や就学相談ができます。また、ライフサポートファイルまたは個別の教育支援計画で、子どもの発

達を支援しています。就学は、養護教育センターが教育的ニーズに応じた学びの場について情報提

供し、就学先の学校とのよりよい接続を図っています。 

○医療的ケアや施設改修が必要な子どもの円滑な就学のため「連携サポートリスト」の作成を依頼し、

関係機関との情報共有を図っています。 

○医療的ケア児の就学時には、教育・保育施設と小学校の養護教諭、中学校進学時には、小中学校の

養護教諭による引継ぎを行っています。 

●小学校への引継ぎは教育・保育施設や施設職員に、「個別の教育支援計画の説明会」を行って周知し

ています。教育・保育施設においても、早期作成ができるような手立てを提示していく必要があり

ます。 

   

〈学齢期（小学校・中学校）〉 

○教育・保育施設から小学校、小学校から中学校への引継ぎは、「個別の教育支援計画」を活用してい

ます。 

●放課後に子どもルームやアフタースクールを利用している場合があります。適切な支援のために

「個別の教育支援計画」を基にした連携・活用の仕組みづくりが必要です。 

●学校は、児童生徒が利用している全ての放課後等デイサービスを掌握しきれていない現状がありま

す。学校と事業所が連携して支援をするために、情報共有を進める必要があります。 

   

〈学齢期（中学校～高等学校）〉 

○中学校から市立高等学校へは、「個別の教育支援計画」を基にした引継ぎが行われ、高等学校でも継

続した支援が続けられるようにしています。 

○市立高等学校では通級指導教室の開設により、校内支援体制づくりが進みました。通級指導担当者

は、養護教育センターと連携をしています。 

●進路指導は、生徒の障害特性への対応や家庭の理解などの様々な課題があります。ケースによって

は卒業後も関係機関が情報共有し、継続した支援をする必要があります。保護者に卒業後の相談機

関の紹介や、保護者の承諾を得て関係機関で引き継ぐことも重要です。 

   

〈青年期（高等学校・高等部終了段階）〉 

○千葉障害者就業支援キャリアセンター（以下、キャリアセンター）は、就労支援をしています。「千

葉県障害者就労・生活支援センター連絡協議会」を定期的に開催しています。また、千葉市の特別

支援学校・病院・事業所・教育委員会と年間６回の「千葉市圏域地域意見交換会（ネットワーク会

議）」を開いています。千葉市としての移行支援や就労支援の充実をめざし、令和元年度よりキャリ

アセンターを千葉市特別支援連携協議会委員としました。 

●自立した生活を送るための支援や、離職を防ぐ取組が十分ではないことがあります。また、卒業後

に障害福祉サービスや相談機関を利用してから自立を目指すこともあります。卒業後の相談機関等

の周知や引継ぎを図っていく必要があります。 
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２ 今後の方針 

(1)福祉制度の利用の仕方や他機関との連携について、市立高等学校への周知を図ります。 

(2)教職員の研修の更なる充実を図り、障害のある児童生徒への理解と支援や共生社会について、理

解を深め、一層の専門性の向上に努めます。 

(3)放課後等デイサービスや子どもルーム、アフタースクール等での個に応じた支援が充実する取り

組みを行います。 

(4)市立高等学校においては、支援が必要な生徒について中学校から高等学校への引継ぎを個別の教

育支援計画を基に行い、入学後の学習や生活が充実するように取り組みます。 

 

３ 具体的な取組 

○福祉サービスとの連携(1)(2) 

・「連携サポートシート」を活用した情報共有 

・障害のある子どもに係る福祉制度や他機関との連携について学校へ周知 

・「学校・放課後等デイサービス連携シート」の作成と活用 

・学校の枠を越えた連携の推進 

○個別の教育支援計画の活用の充実(3)(4)  

・教育・保育施設から学校への個別の教育支援計画を基にした引継ぎの周知と活用の推進 

・子どもルームやアフタースクールへの個別の教育支援計画の引継ぎと情報共有の啓発 

○県・市教育委員会や関係機関との連携（5） 

・高等学校で個別に支援が必要な生徒への理解や支援の充実 

・卒業後の福祉や就労に関する相談窓口の周知 

・ネットワーク会議への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 具体的な取組の目安 

具体的な取組 R5 R6 R7 R8 R9 

◯福祉サービスとの連携（放課後等デイサービス） 実施     

◯個別の教育支援計画の作成と活用 実施     

◯県・市教育委員会や関係機関との連携 実施     

 

【ライフステージに応じた支援機関】 

 

 

 

 

 

乳幼児期 小・中 成人期 高 

高齢障害支援課 

健康課 

幼保支援課 

幼保運営課 

養護教育センター 

教育センター 

市立第二養護学校 

教育指導課 

教育支援課 

健全育成課 

市立養護学校 

市立高等特別支援学校 

市立高等学校 

障害者自立支援課 

障害者職業センター 

障害者就業支援 

  キャリアセンター 

各区事業所 

療育センター療育相談所 家庭児童相談室 児童相談所（18歳未満） 

発達障害者支援センター  基幹相談支援センター 

青少年サポートセンター（20歳未満） 
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値

Ⅰ 統計資料・各種データ   
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200
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400
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600

210 236
279

336
404

495 507
544 560

言語障害通級指導教室児童数

資料 2 LD 等通級指導教室生徒数の推移  （令和 4 年 5 月 1 日現在）  

資料 1 言語障害・難聴通級指導教室の児童数の推移  （令和 4 年 5 月 1 日現在） 

（人）  

(平成 ) 

資料 3 養護教育センターにおける学級別相談件数  （令和 3 年度）  
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資料 4  合理的配慮  リーフレット  



【関係資料】 

 

- 44 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

893
927

1035
1103 1083

1152
1200

1302
1339

1401
1473

319
362

399
348 397

399
389 439

483 456 453

268 294 302 332
350

355 362 366 388 395 415

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

小学校

中学校

特別支援学校

資料 5 特別支援学級等の設置率  （令和 4 年 4 月 1 日現在）  

資料 6 過去 10 年間の特別支援学級等の在籍児童生徒数（通級指導教室も含む） 

（人）  

(平成 ) 
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             花見川区                              

                

               稲毛区                         

美浜区  

                              

    

                              若葉区 

                      中央区                   

                                       

                            緑区                     

                

   

                                   

             

              

        

文 
文

 

文 

文

 

文

 

文

 

文

 

文

 

文

 

文

 

院内小学校（ことば・きこえ）

中央区祐光 1-25-3 

℡ 043-227-5576 

松ケ丘小学校（ことば） 

中央区松ケ丘町 580 

℡ 043-261-3373 

文 検見川小学校（ことば） 

花見川区検見川町 3-322-23      

℡ 043-273-8716 

文 

花見川第三小学校（ことば） 

花見川区花見川 1-1 

℡ 043-259-1335 

幕張小学校（ことば） 

花見川区幕張町 4-781 

℡ 043-271-7511 

登戸小学校（ことば） 

中央区登戸 2-11-1 

℡ 043-241-2321 

令和４年４月１日 

誉田東小学校（ことば・きこえ） 

緑区誉田町 2-21-84 

℡ 043-291-5121 

高洲第三小学校 

（ことば・きこえ） 

美浜区高洲 3-3-11 

℡ 043-278-1912 

あやめ台小学校（ことば） 

稲毛区園生町 446-1 

℡ 043-251-9730 

山王小学校（ことば） 

稲毛区山王町 121 

℡ 043-422-2811 

千城台わかば小学校（ことば） 

若葉区千城台北 1-4-1 

℡ 043-237-1004 

土気小学校（ことば） 

緑区土気町 1634-2 

℡ 043-294-0009 

真砂西小学校（ことば） 

美浜区真砂 4-5-1 

℡ 043-278-1606 

文 

LD等通級指導教室のある学校  

 

 

                                               …小学校   

ええ                                                     …中学校   

                                                       …高等学校  

  

                         

 

                           

    

                                

 

                                       

                               

                

  

                                   

   

                                

                                          

小 

小

 

令和４年４月１日 

 

小 

小

 

中

 
小

 

中

 

中 

小倉小学校 

若葉区小倉台５－１－１ 

℡ ０４３-２３１-０９０８ 

末広中学校 

中央区末広２－１０－１ 

℡ ０４３-２６５-１８１８ 

誉田東小学校 

緑区誉田町２－２１－８４ 

℡ ０４３-２９１-５１２１ 

鶴沢小学校 

中央区鶴沢町２１－１ 

℡ ０４３-２２７-７５７６ 

高浜海浜小学校 

美浜区高浜４－８－２ 

℡ ０４３-２７７-４４０２ 

あやめ台小学校 

稲毛区園生町４４６－１ 

℡ ０４３-２５１-９７５７ 

花見川第三小学校 

花見川区花見川１－１ 

℡ ０４３-２５９-１３３５ 

花見川中学校 

花見川区花見川６－２ 

℡ ０４３-２５９-３５８０ 

中

 

泉谷中学校 

緑区おゆみ野中央４－２ 

℡ ０４３-２９１-６６００ 

中央区 

緑区 

若葉区 

稲毛区 

美浜区 

花見川区 

高浜中学校 

美浜区高浜４－８－１ 

℡ ０４３-２７７-４４０４ 

小

 

 
 

高

 

稲毛高等学校 

美浜区高浜３－１－１ 

℡ ０４３-２７７-４４００ 

中

 
みつわ台中学校 

若葉区みつわ台２－４１－１ 

℡ ０４３-２５５-３６３１ 

中 

轟町中学校 

稲毛区轟町３－５－１４ 

℡ ０４３-２５１-４３０５ 

千葉高等学校 

稲毛区小仲台９－４６－１ 

℡ ０４３-２５１-６２４５ 

高

 

資料 7 言語障害・難聴通級指導教室の設置状況  （令和 4 年 4 月 1 日現在）  

資料 8 LD 等通級指導教室の設置状況  （令和 4 年 4 月 1 日現在）  
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学校名  市立養護学校  高等特別支援学校  

分類  細目  H29 H30 R1 R2 R3 H29 H30 R1 R2 R3 

就職  就職  12 11 9 5 3 24 22 23 15 25 

各 種 専

門校等  

障害者 職業 能力開

発校（技専）  

0 0 0 2 0 1 1   2 2 

障 害 福

祉 サ ー

ビス  

生活介護  11 8 19 18 14           

短期入所  2 1 0 0 0           

就労移行支援  9 6 2 4 6 1 2 2 5 2 

就労継続支援 A 型  1 1 0 0 3 2   1 1 1 

就労継続支援 B 型  7 14 13 15 11       1   

通所施設等（ワークホーム等） 1 0 1 0 0     2     

自立訓練  1 2 2 7 2         1 

その他（未定・在家庭）  5 4 2 1 1 3 3 1 6 1 

計  49 47 48 52 40 31 28 29 30 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２９年度  ３０年度  元年度  ２年度  ３年度  ４年度  

第二養護学校  
学級数  １３  １７  １８  ２１  ２１  ２２  

児童数  ７４  ７８  ７２  ８６  ８９  ９８  

養護学校  
中学部  

学級数  １１  １０  １２  １４  １３  １４  

生徒数  ４５  ４６  ６０  ６２  ６５  ６８  

養護学校  
高等部  

学級数  ２１  ２２  ２２  ２２  ２４  ２４  

生徒数  １４２  １４５  １４１  １４５  １４６  １５６  

高等特別支援
学校  

学級数  １２  １２  １２  １２  １２  １２  

生徒数  ９４  ９２  ９２  ９４  ９５  ９３  

資料 9 特別支援学校児童生徒数  （令和 4 年 5 月 1 日現在） 

資料 10 市立特別支援学校の進路状況  （人）  
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回

1
5月13日
14：30～

金
5月13日
14：30～

金 6月22日 水 10月6日 木 6月10日 金

2 7月1日 金 6月9日 木 11月9日 水
11月10日

視覚障害はこの
回のみ実施

木 8月26日 金

3 9月21日 水 6月30日 木 2月1日 水 1月12日 木 9月30日 金

4 10月28日 金 9月15日 木 12月9日 金

5 11月25日 金 11月17日 木 2月3日 金

6 1月27日 金 12月15日 木

7 2月16日 木

５月19日（木）　就学支援委員会調査員研修会 　(千葉市養護教育センター）

千
葉
市
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー

千
葉
市
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー

13：30～ ９：００～ 15：00～ 13：30～ 13：30～

千
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市
養
護
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育
セ
ン
タ
ー

千
葉
市
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー

千
葉
市
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー

令和4年4月1日

知的、自閉症・情緒部会 言語・難聴部会 病虚弱部会 肢体不自由・視覚障害部会 ＬＤ等部会

５/13（金）13：30～： 全体会　   千葉市養護教育センター　

【令和４年度　　就学支援委員会　開催予定】
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資料 11 就学支援委員会開催予定（令和 4 年度）  

資料 12 就学支援委員会審議件数   

(件 ) 

(平成 ) (令和 ) 
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資料 13 交流及び共同学習リーフレット  
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資料 14 特別支援教育指導員の配置人数  資料 15 学校訪問相談員の訪問件数  

資料 16 特別支援教育介助員の配置人数  
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資料 17 医療的ケア派遣人数  
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研修の構成  講    座    名  講座数  日数  

基  本  研  修  
特別支援教育新任担当教員研修  

新任特別支援教育コーディネーター研修  

４  

１  

3.5 

３  

専  

 

 

門  

 

 

研  

 

 

修  

 

 

１  特 別 な 教 育 的 ニ

ーズへの対応 (主に通

常 の 学 級 に 在 籍 す る

児童・生徒への支援 )  

発達障害   基礎講座（理論と演習）  

発達障害  基礎講座（事例検討）  

発達障害のある子供の進路・就労について学ぶ  

読み書きが困難な子供への指導  

子どもの特性に配慮した学習・生活支援（小学校編）  

子どもの特性に配慮した学習・生活支援（中学校編）  

気になる子供の見立てと支援 -応用行動分析の手法を用いて -  

気になる子供への SST（ソーシャルスキルトレーニング）  

学級で生かせることばの指導－ こ とば や き こ え の 指 導 （基 礎 ） －  

学級経営のユニバーサルデザイン  

授業のユニバーサルデザイン  

今、知っておきたい特別支援教育  

～ イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 シ ス テ ム の 構 築 と 合 理 的 配 慮 ～  

医師から学ぶ発達障害の理解と対応のこつ  

子どもの「困った」に対する理解と支援  ～ 指 導 員 配置 を 通 し て ～  

支援が必要な子供をつつむ学級集団づくり  

気になる子供と保護者を支える教育相談  

-不 登 校 の 児童 生 徒 や 保 護 者 の 支 援 を 通 し て -  

学級で生かせる手あそびうた～歌って遊んで心ふれあう～  

学級で生かせる体育の指導  

-こ こ ろ と から だ を 拓 く 表 現 運 動 ・ ダ ン ス -  

特別支援教育コーディネーター実践講座   

１  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

 

１  
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１  
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1.5 

 

２  学 習 等 の 指 導 の

充実（特別支援学級等

における学習指導）  

ことばやきこえの指導（ことば）  

ことばやきこえの指導（きこえ）  

どの子も楽しく学べる国語・算数  

どの子も楽しく学べる図画工作  

どの子も楽しく学べる音楽の実践－音を通した子供の理解－  

特別支援教育における ICT 活用  

よりよく生きる力を伸ばす自立活動  

特別支援学級の学級経営  

－学級経営・学習支援・生活支援のＱ＆ A－  

 

 

特別支援学級の教育課程  
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資料 18 養護教育センターの研修（令和 4 年度）  
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特別支援学級卒業後の進路・就労を学ぶ  

-自立した大人になるために -  

よくわかる！障害福祉サービス  

-よりよい福祉との連携のために -  

1 

 

１  

0.5 

 

0.5 

３  心 理 検 査 法 の 習

得と活用（児童・生徒

へ の ア セ ス メ ン ト に

活用）に活用）  

心理検査法基礎講座（主な検査法の概要）  

心理検査法・田中ビネーＶ（初級・演習）  

心理検査法・ＷＩＳＣ－Ⅳ（初級・実技）  

心理検査法・ＷＩＳＣ－Ⅳ（中級：解釈と活用）  

心理検査法・ＷＩＳＣ－Ⅲ（初級・演習）  

１  

１  

１  

２  

１  

0.5 

１  

１  

１  

0.5 

４  特 別 支 援 教 育 の
理解・推進（教員及び
一般市民対象）  

特別支援教育講演会  
１  
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資料 24 個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成率の推移  

94.1

96.5

98.7

97.7

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

３０年度 元年度 ２年度 ３年度

小中学校特別支援学級

個別の教育支援計画作成率

84.4
86.1

92.2

89.9

75

80

85

90

95

100

３０年度 元年度 ２年度 ３年度

小中学校特別支援学級

個別の指導計画作成率

(平成 ) 

(平成 ) 

(令和 ) 

 

(％ )  

 

(％ )  

 

(令和 ) 

 



【関係資料】 

 

- 55 - 

 

           

特別支援連携協議会設置要綱  

 （設置）  

第１条 千葉市教育委員会は、千葉市における特別な支援を要する子どもに関わる関係

機関等のネットワーク構築等に向け、乳幼児期から成人までライフステージに応じ

た適切な支援が受けられる体制づくりのための定期的な関係諸機関間の情報交換・

意見交換を行う場として千葉市特別支援連携協議会（以下「連携協議会」という。）

を設置する。  

（所掌事務）  

第２条 連携協議会では、次に掲げる事項について協議する。  

（１）教育段階（幼稚園及び保育所、小学校、中学校並びに高等学校）を中心とした各ラ

イフステージにおける相談支援体制の構築に関すること。  

（２）幼稚園又は保育所から小学校、小学校から中学校、中学校から高等学校及び中学校

又は高等学校から就労先などへのライフサイクルの切り替え時の支援に関する関

係機関との連携における情報提供並びに課題への対応及び改善に関すること。  

（３）困難事例への対応の在り方に関する協議、調整に関すること。  

（４）その他特別支援の連携推進に関し必要な事項  

 （組織）  

第３条 連携協議会は、別表１に掲げる委員をもって組織する。  

（１）会長には学校教育部長の職にある者をもってこれに充てる。  

（２）会長は会務を総理し、連携協議会を代表する。  

（３）会長は、必要に応じ、所掌事項に関して関係者を招集し、報告及び意見聴取を行わ

せることができる。  

（実務担当者会議）  

第４条 連携協議会に必要な調査、資料収集をするため、実務担当者会議を設置する。  

２ 実務担当者会議は、別表２に掲げる課及び機関に所属する委員をもって組織する。  

３ 実務担当者会議は、毎年度の当初及び必要に応じて開催し、連携協議会でその内容を

報告する。  

（秘密の保持）  

第５条  連携協議会の関係者は、連携協議会及びその活動を通じて知り得た秘密につい

て、他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。  

（事務局）  

第６条 連携協議会の事務局は、養護教育センター、教育支援課及び保健体育課に置く。 

 

附 則 

資料 25 特別支援連携会議設置要綱   令和 4 年 4 月 1 日現在 
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この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 （別表１）  

 

 

福祉関係 保健福祉局健康福祉部   健康支援課長 

高齢障害部   障害者自立支援課長  

障害福祉サービス課長      

幼保関係 こども未来局こども未来部 健全育成課長 

こども家庭支援課長  

幼保支援課幼児教育・保育政策担当課長  

幼保運営課保育所指導担当課長  

教育関係 教育委員会 学校教育部長 

教育総務部  総務課長 

教育職員課長  

      生涯学習部  放課後子ども対策班担当課長  

学校教育部  学事課長 

教育改革推進課長  

教育支援課長  

保健体育課長  

教育センター所長  

養護教育センター所長  

千葉市小中学校長学校運営協議会特別支援委員会代表  

第二養護学校長  

養護学校長 

高等特別支援学校長  

千葉県立千葉特別支援学校長  

市立稲毛高等学校長  

医療関係 千葉市医師会発達障害支援研究会医師  

就労関係 千葉障害者就業支援キャリアセンター所長  

外部関係

者 

学識経験者（特別支援に関する）  

千葉市手をつなぐ育成会代表  

千葉市自閉症協会代表  

その他 千葉市療育センター療育相談所長  

千葉市大宮学園長  

千葉市発達障害者支援センター所長  

児童相談所長  
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（別表２）  

福祉関係  保健福祉局健康福祉部     健康支援課  

     高齢障害部     障害者自立支援課  

              障害福祉サービス課  

幼保関係  こども未来局こども未来部   健全育成課  

              こども家庭支援課  

              幼保支援課  

              幼保運営課  

教育関係  教育委員会 学校教育部   教育支援課  

              保健体育課  

              教育センター  

              養護教育センター  

就労関係  千葉障害者就業支援キャリアセンター  

その他 千葉市療育センター療育相談所  

千葉市大宮学園  

千葉市発達障害者支援センター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 26 総合案内パンフレット  
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①市内近隣特別支援学校との教育相談連携会議（年２回）  

内容  情報交換を通して地域の障害のある児童生徒の支援に関する連携を図る。  

構成  千葉盲、千葉聾、県千葉、桜が丘、袖ケ浦、仁戸名、四街道、千葉大附属、

市立養護、第二養護、市立高等特別支援、県教育庁教育振興部教育支援課、

教育支援課、教育センター、養護教育センター  

 

②養護教育センター、療育センター、大宮学園との連携会議（年２回）  

内容  就学に向けて、情報の共有をし、円滑な就学相談を図る。  

構成  療育センター、大宮学園、養護教育センター  

 

③幼保支援課、幼保運営課、教育・保育施設との連絡会（年２回）  

内容  教育、保育施設から円滑な就学に向けて情報を共有する。  

構成  幼保支援課、幼保運営課、養護教育センター、幼稚園協会、民間保育園協

議会  

 

④教育センター教育相談班との連携会議（年１回）  

内容  両センターの事業内容を確認し、相互に連携できる環境の整備。ケースに

ついての情報交換及び共有化をする。  

構成  教育センター教育相談班、養護教育センター  

 

⑤千葉県視覚障害教育ネットワーク推進連絡協議会 (eye あいネット )（年３回）  

内容  視覚障害教育に関する情報交換を行い、千葉県の視覚障害教育の推進充実

を図る。  

構成  県教育庁教育事務所、関係市町教育委員会、関係特別支援学校コーディネ

ーター、関係小中学校、関係医療機関  

 

⑥千葉県聴覚障害教育ネットワーク推進連絡協議会 (うさぎネット )（年３回）  

内容  聴覚障害教育に関する情報交換を行い、千葉県の聴覚障害教育の推進充実

を図る。  

構成  県教育庁教育事務所、関係市町教育委員会、関係特別支援学校コーディネ

ーター、関係小中学校、関係医療機関  

 

⑦千葉県特別支援学校特別支援教育コーディネーター連絡協議会（年２回）  

内容  コーディネーターの専門性の向上、今後の役割の充実を目指し、関係職員

との情報交換をする。  

構成  県特別支援学校、養護教育センター、中核地域生活支援センター、千葉市・

船橋市・柏市地域生活支援センター  

 

資料 27 教育委員会における特別支援関係の会議   令和 4 年 4 月 1 日現在  
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Ⅱ 用語解説 

【あ行】 

○アセスメント 

  実態の的確な把握のこと。  

○アフタースクール 

小学校の放課後において、保護者の就労状況等にかかわらず、希望する全ての子ども

たちを対象に「安全・安心に過ごせる居場所」と「学びのきっかけ」を提供するもの。

これまで別々に運営していた放課後子ども教室と子どもルームを一体的に運営している。 

○異校種    

学校教育法第１条に示された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中

等教育学校、特別支援学校のそれぞれの違いをさす言葉として使われる。例えば「異校

種間連携」という言葉で、小学校と中学校間の連携に用いられる。   

○医療的ケア 

介護福祉士法と「特別支援学校における医療的ケアの今後の対応について（通知）」に

基づき特別支援学校、幼小中高等学校等で行われるたんの吸引等の特定行為及び特定行

為以外の医行為を指す。 

○インクルーシブ教育システム  

平成 26 年１月に批准した「障害者の権利に関する条約」の第 24 条によると、「インク

ルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の尊重等を強化し、障害のある者が、その

能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とす

るとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであるとしている。そ

のため、障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと、自己の生活する地域

において、無償の初等教育が受けられること、中等教育の機会が与えられること、個人

に必要とされる合理的配慮が提供されること等を求めている。  

○ＡＤＨＤ  

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）とは、身の回りの特定のものに意識を集中させる脳

の働きである注意力に様々な問題があり、又は、衝動的で落ち着きのない行動により、

生活上、様々な困難に直面している状態を指すものである。 

○ＬＤ 

ＬＤ（学習障害）とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、

読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を

示す様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らか

の機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障

害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。なお、ＬＤ等通級指導教室のＬ

Ｄ等は、ＬＤ、ＡＤＨＤ、自閉症スペクトラム等を示している。  

 

【か行】 

○各教科等を合わせた指導  

学校教育法施行規則第 130 条第２項において、「特別支援学校の小学部、中学部  又は

高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害  を併せ
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有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各  教科、道徳、

外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うこと

ができる。」と規定されている。  同規定に基づき、知的障害のある児童生徒に対する教

育を行う教育の場においては、日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習

などとして実践されており、各教科等を合わせた指導と呼ばれている。  

○学習指導要領   

学校教育法施行規則に基づき、教育課程の基準として、文部科学大臣が告示するもの。  

○学校間交流・学校内交流 

障害のある幼児児童生徒が地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生

きる上で、障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習を通して相互理解を図ること

が極めて重要である。交流及び共同学習は、障害のある幼児児童生徒にとって有意義で

あるばかりではなく、小・中学校等の幼児児童生徒たちや地域の人たちが、障害のある

幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会となって

いる。学校間で行う交流及び共同学習を学校間交流とし、学校内における通常学級と特

別支援学級との児童生徒間の交流及び共同学習を学校内交流とする。 

○ギガタブ 

GIGA スクール構想における、本市における 1 人 1 台の学習用端末（タブレット PC）の

通称。 

○基幹相談支援センター  

千葉市障害者基幹相談支援センターは、障害のある方が住みなれた地域でその人らし

く暮らしていくために、日常生活や社会参加などに関するさまざまな相談を行なってい

る。また、地域の方や関係機関と連携し、障害のある方を地域全体で支える地域づくり

に取り組んでいる。  

○基礎的環境整備   

障害のある幼児児童生徒に対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、

国は全国規模、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備を

それぞれ行う。これは「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、これを「基礎的環

境整備」と呼ぶ。  

【基礎的環境整備の８点】  

① ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用     

② 専門性のある指導体制の確保     

③ 個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導     

④ 教材の確保    

⑤ 施設・設備の整備    

⑥ 専門性のある教員、支援員等の人的配置     

⑦ 個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導     

⑧ 交流及び共同学習の推進  

○キャリア教育   

文部科学省の「小学校・中学校・高等学校キャリア教育推進の手引き」（平成 18 年）

の中で、キャリア教育の意義について、「『生きる力』を育成するという基本的な考えに
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立ちつつ、学校教育に求められているのは、『学ぶこと』と『働くこと』を関係付けなが

ら、子どもたちに『生きること』の尊さを実感させる教育であり、社会的自立・職業的

自立に向けた教育である（以下省略）。」と説明されている。  

○教育支援委員会   

平成 25 年９月１日 の学校教育法施行令の一部改正について（通知）により、これま

で市町村教育委員会に設置されていた「就学指導委員会」について、早期からの教育相

談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うとい

う観点から、「教育支援委員会」（仮称）といった名称とすることが適当であるとされた。

「教育支援委員会」については、機能を拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割

を果たすことが期待されている。  千葉市では、「就学支援委員会」の名称で設置してい

る。 

○共生社会  

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障

害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であり、誰もが相互に人格と

個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会であ

るとされている。  

○居住地校交流   

特別支援学校に籍を置く幼児児童生徒等が、居住地にある小・中学校等において行う

交流及び共同学習を「居住地校交流」と呼び表している。  

○げんきキャンプ 

千葉市教育委員会が主催する小中学校特別支援学級、特別支援学校小学部、中学部を

対象とした宿泊学習のことを指す。  

○げんき交流会 

千葉市障害者自立支援課が主催する市内の小中学校特別支援学級、特別支援学校小学

部、中学部を対象とした交流活動のことを指す。  

○言語聴覚士 (ＳＴ)    

言語聴覚士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。音声機能、言語

機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他

の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う専門医療従事者。ＳＴ

（Speech Therapist）とも呼ばれる。  

○高等学校における「通級による指導」    

平成 28年 12月９日の「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」

（通知）により、「高等学校における通級による指導」が制度化された。これにより、高

等学校又は中等教育学校後期課程に在籍する生徒のうち、障害に応じた特別の指導を行

う必要があるものを教育する場合には、特別の教育によることができることとするとと

もに、その場合には、障害に応じた特別の指導を高等学校又は中等教育学校の後期課程

の教育課程に加え、又は、その一部に替えることができることとし、また、障害に応じ

た特別な指導に係る単位数を、年間７単位を超えない範囲で全課程の修了を認めるに必

要な単位数に加えることができることとする、とされた。  
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○校内支援体制    

各学校が特別支援教育を推進するために、学校内に整備する組織体制やその取組を指

す。具体的には、①特別支援教育コーディネーターの指名、②特別支援教育に関する校

内関係者による校内委員会の設置、③個別の指導計画を作成したり、保護者や関係機関

との連携を図ったり、研修体制を整えたりすること等の取組が円滑に進められるような

組織体制を構築することが必要。  

○交流及び共同学習  

小・中学校等と特別支援学校、小・中学校の通常の学級と特別支援学級、学校と地域

の人たちの間で行うなど障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒と、あるい

は地域の人々が活動を共にすることを指す。相互のふれあいを通じて人間性を育む「交

流の側面」と、教科等のねらいの達成を意図した「共同学習の側面」があるが、一体的

に捉えることが重要である。交流及び共同学習は、平成 16 年に障害者基本法の中で推進

が規定されるとともに、現学習指導要領においても明確に位置づけられている。  

○合理的配慮     

障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使

することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において

必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。  

学校における合理的配慮については、３観点 11 項目として示されている。  

①教育内容・方法  

①－1 教育内容  

①－1－1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮  

①－1－2 学習内容の変更・調整  

①－2 教育方法  

①－2－1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮  

①－2－2 学習機会や体験の確保  

①－2－3 心理面・健康面の配慮  

②支援体制  

②－1 専門性のある指導体制の整備  

②－2 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るための配慮  

②－3 災害時等の支援体制の整備   

③施設・設備  

③－1 校内環境のバリアフリー化  

③－2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮  

③－3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮  

○国立特別支援教育総合研究所  

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、我が国の特別支援教育のナショナルセ

ンターとして設置され、特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合

的に行い、及び特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等によ

り、特別支援教育の振興を図ることを目的としている。  
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○個別最適な学び 

「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，

個別最適な学びと，協働的な学びの実現～」（答申）によって示された、児童生徒が自己

調整しながら学習を進めていくことができるよう指導することの重要性が指摘した学び

の在り方。  

○個別の教育支援計画 

関係機関との連携を図るための長期的な視点に立った教育計画。関係機関と連携しつ

つ、一人一人の障害のある幼児児童生徒について、乳幼児期から学校卒業後までの一貫

した長期的な計画を、学校が中心となって作成する必要がある。また、保護者の参画や

意見等を聞くことも大切とされている。将来の社会自立を見据えた立場から教育目標等

を設定するとともに、障害者本人を支援する地域社会のネットワーク等も記載し、的確

な教育支援を行うために活用される。なお、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システム構築のための特別支援教育の推進についての報告（平成 24 年）では、本人・

保護者との合意形成を図った上で決定した合理的配慮については個別の教育支援計画に

明記するとともに、実施した結果を評価して定期的に見直すことが重要であるとしてい

る。 

○個別の指導計画  

指導を行うための細かな計画をいう。幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応し

て、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。例えば、単元や学期、学年等ご

とに作成され、それに基づいた指導が行われる。  

 

【さ行】 

○作業療法士（ＯＴ） 

作業療法士は体や精神に障害のある人がその心身機能を回復し、日常生活・社会生活

に復帰できるように、食事、歯みがきなど日常生活の動作、家事、芸術活動、遊び、ス

ポーツといった生活の中における作業や動作などを用いて訓練・指導・援助を行う医療

技術者である。ＯＴ（ Occupational Therapist）とも呼ばれる。  

○サテライト教室 

交通の便が良い学校に設ける教育施設。  

○悉皆研修  

原則として受講を必須としている研修のこと。  

○就学支援委員会 

千葉市教育委員会諮問に応じ、障害を有する児童生徒等の適切な就学及び教育的支援

について調査審議し、教育委員会に答申する委員会のことを指す。  

○就学前  

義務教育に就学する前の段階。  

○巡回による指導  

通級による指導の一形態。通級指導担当者が兼務発令などを受けることで、本務とな

る学校以外の学校を巡回し、そこで通級による指導を行うこと。  
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○障害者基本法   

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関して、基本的理念や国及び地方

公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のため

の施策の基本となる事項を定め、障害者の自立と福祉の増進を目的として制定された法

律。平成 16 年６月、平成 23 年８月に一部改正されている。  

○障害者手帳 

障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の３種の手帳

を総称した一般的な呼称を指す。制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なるが、いずれ

の手帳も、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられている。  

○障害者の権利に関する条約  (通称「障害者権利条約」)  

平成 18 年 12 月に国連総会で採択された、障害者に関する初めての国際条約。この条

約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進す

ることを目的として、障害者の権利を実現するための措置等について規定している。 条

約の原則（無差別、平等、社会への包容等）、政治的権利、教育・健康・労  働・雇用に

関する権利、社会的な保障、文化的な生活・スポーツへの参加、国際  協力、締約国によ

る報告等、幅広い内容となっている。日本は、平成 19 年９月に署名し、障害者基本法改

正、障害者差別解消法成立、学校教育法施行令改正などの国内法の整備を進めた後、平

成 26 年１月に批准に至った。  

○障害の社会モデル 

障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものでは

なく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるととらえる考え方。  

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称「障害者差別解消法」）     

障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によ

って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現を目指した法律。第７条、第８条では、行政機関と事業者に対し、「障害を理由として

障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害して

はならない」こと、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明

があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害す

ることとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁

の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」を提供することについて行政機関におい

ては義務、事業者においては努力義務とされている。平成 25 年６月公布され、平成 28

年４月に施行された。  

○自立活動  

特別支援学校の学習指導要領に定められた一領域。個々の幼児児童生徒が自立を目指

し、障害に基づく学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために、必要な知

識、技能、態度、及び習慣を養い、心身の調和的発達の基盤を培うことを目的としてい

る。 

○身体障害者手帳 

障害者手帳の一つ。身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される。

身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付
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の事務が行われている。 

○スクールメディカルサポート事業  

  千葉市では、市立学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童に対し、医療的ケアを

行うメディカルサポーター（看護師）を派遣している。  

○精神障害者保健福祉手帳  

障害者手帳の一つ。一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものである。精

神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々に、様々な支援策

が講じられている。精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状

態の両面から総合的に判断され、１級から３級まである。  

 

【た行】 

○多様な学びの場 

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対

して、 自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を

提供できる、多様で柔軟な仕組みを指す。本市では、小・中学校における通常の学級、

通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの

場」の整備と進めている。  

○第３次千葉市学校教育推進計画 

本市学校教育の目指すべき子どもの姿を「夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子ど

も」とし、これを実現するための教育目標として「自ら考え、自ら学び、自ら行動でき

る力をはぐくむ」を掲げ、この目標の達成に向け、６つの柱と 21 の施策方針をまとめた

令和５年度から令和 14 年度までの 10 年間を計画期間とした本市学校教育の基本方針を

指す。 

○「通級による指導」（通級指導教室）     

「通級による指導」とは、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、各教科等の

大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部の授業について、障害に応じた特別の指

導を「通級指導教室」といった特別な場で受ける指導の実施形態を指す。障害による学

習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導を児童生徒の教育的ニーズに応じ

て行う。平成５年から実施されている。なお、高等学校では、平成 30 年度から制度化さ

れる。 

○特別支援学級   

学校教育法 81 条の規定により、障害による学習上又は生活上の困難を克服するため

の教育を行うことを目的に、小・中学校等に設置される学級。知的障害、肢体不自由、

病弱、弱視、難聴、自閉症・情緒障害等の特別支援学級がある。  

○特別支援学校   

従来の盲学校、聾学校、養護学校で、障害種別を超えて一本化したもの。学校教育法

72 条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者に対

して、小・中学校等に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難

を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている。  
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○特別支援学校設置基準  

  令和３年９月に文科省から通知された、編制、施設及び設備等に関する特別支援学校

を設置するために必要な最低限の基準のこと。  

○特別支援学校地域支援コーディネーター  

  特別支援学校のセンター的機能の一つであり、学校内の関係者や関係機関との連絡・

調整、保護者に対する学校の窓口、地域内の小中学校等への支援、関係機関との連絡調

整といった役割を担う教員を指す。千葉市立特別支援学校３校を合わせて、４人の地域

支援コーディネーターがいる。  

○特別支援学校のセンター的機能  

地域の特別支援教育を推進する体制整備として、学校教育法第 74 条において位置づ

けられた、特別支援学校の専門性を生かした地域の小中学校教員や保護者に対する教育

相談等の取組のこと。  

○特別支援教育   

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視

点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活

や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。平成 19 年

４月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置付けられ、全ての学校において、障害の

ある幼児児童生徒の支援を更に充実していくこととなっている。  

○特別支援教育エリアコーディネーター  

エリア（区）の学校への訪問や相談を行い、特別支援教育の経験の少ない担当者や特

別支援教育コーディネーターを支援し、エリア全体での教職員の資質の向上を図ること

を目的に、教員への指導や助言を行う教員のこと。全区配置を目標に、教育委員会が指

名を行っている。  

○特別支援教育介助員 

千葉市では、常時介助が必要な児童が在籍する小中学校に対して配置を行っている。  

○特別支援教育コーディネーター   

学校内の教職員全体の特別支援教育に対する理解のもとに、小・中学校又は特別支援

学校と関係機関との連携協力体制の整備を図る役割を担う者。具体的な役割として、小・

中学校の特別支援教育コーディネーターは、①学校内の関係者や関係機関との連絡調整、

②保護者に対する学校の窓口として機能することが期待されている。特別支援学校の特

別支援教育コーディネーターには、これら①及び②の機能と併せて、③小・中学校等へ

の支援、④地域内の特別支援教育の核として関係機関との連携をより密接にしていくこ

となど、地域支援の機能が加わっている。  

○特別支援教育指導員 

千葉市では、緊急に対応が必要なＡＤＨＤ等の児童生徒が在籍する小中学校の通常の

学級に配置している。  

○特別の教育課程 

通級による指導は、障害に応じた特別の指導を通常の教育課程に加え、又はその一部

に替えて行うものであり、通級による指導を受ける児童生徒については、特別の教育課

程を編成する。学校教育法施行規則第 140 条はその点を制度的に位置付けており、小・
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中・高等学校の通常の学級に在籍している障害のある児童生徒に対して通級による指導

を行う場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、特別の教育課程によること

ができることとしている。 

 

【は行】  

○放課後等デイサービス  

放課後等デイサービスは、児童福祉法第６条の２の２第４項の規定に基づき、学校に

就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓

練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされている。放課後等デイサー

ビスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空

間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に  応じた発達支援を行うことにより、子

どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものである。  

 

【ま行】  

○学びラボ 

ＮＩＳＥ学びラボは、登録した各団体のニーズに合わせて、特別支援教育に関するオ

ンライン研修の提供を支援するシステムを指す。  

 

【ら行】  

○ライフサポートファイル 

安心して生活していけるよう、子どもと地域の方たちとをつなぐ支援ツールの一つ。

子どもの発達の記録や行動の特性や接し方などの情報を記入する。  

○理学療法士（ＰＴ） 

理学療法士は、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図

るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の

物理的手段を加える医療技術者である。ＰＴ（physical Therapist）とも呼ばれる。  

○リソースルーム 

一人一人の児童生徒が学習への意欲を再び持つことのできるよう、各学校の状況に応

じて児童生徒の学習のつまずきに合わせて個別的支援を行うための場の名称を指す。  

○療育手帳 

障害者手帳の一つ。知的障害による生活のしづらさを補うための福祉の制度を利用し

やすくするための手帳のこと。障害程度の判定は、本人の知的能力と日常生活を営むた

めに必要な社会能力及び介護の状況を総合的に評価している。児童相談所にて交付され

る。 

 

【や行】  

○ユニバーサルデザイン     

調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用する

ことのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、

特定の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、これを排除するものではない。 
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Ⅲ 検討会議審議経緯  

第２次千葉市特別支援教育推進基本計画策定検討会議  

 

１ 方針  

千葉市特別支援教育推進基本計画の中間報告及び中間評価に基づいて、今後の課題や方

向性・具体的な目標に沿って、「第２次千葉市特別支援教育推進基本計画」（以下第２次計

画）を策定する。  

 

２ 方法  

（令和３年度）第２次千葉市特別支援教育推進基本計画策定検討会議専門委員（以下専

門委員）を依頼し、年３回の専門部会義（WG）を実施し、原案の作成を

する。  

（令和４年度）令和３年度作成した原案を関係諸会議委員等へ示し、意見等を聴取する。

併せて、パブリックコメント等を経て、年度末に公表をする。  

 

３ 第２次千葉市特別支援教育推進基本計画策定検討委員及び関係者名簿  

令和４年度 特別支援教育推進会議  

役職  所 属  職 名  氏 名  

会 長  学校教育部  学校教育部長  鶴岡 克彦  

副会長  学校教育部  教育支援課長  小田 將史  

委 員  学校教育部  教育指導課長  樋口 雅也  

委 員  学校教育部  学校教育部参事  

（教育改革推進課長）  

伊藤  淳  

委 員  教育総務部  総務課長  山田 利雄  

委 員  教育総務部  企画課長  望月 宏次  

委 員  教育総務部  教育職員課長  吉田 悦子  

委 員  教育総務部  学校施設課長  堀  明徳  

委 員  学校教育部  学事課長  栗和田 耕  

委 員  学校教育部  保健体育課長  酒井 隆夫  

委 員  学校教育部  教育センター所長  川名 正雄  

委 員  学校教育部  養護教育センター所長  久保木 修  

庶 務  学校教育部  養護教育センター副所長  渡邊 幸也  

庶 務  学校教育部  教育支援課主任指導主事  白井  貴  

庶 務  学校教育部  養護教育センター主任指導主事  山路 里美  

庶 務  学校教育部  養護教育センター主任指導主事  渡辺 千映子  

庶 務  学校教育部  教育支援課指導主事  浅場 宏子  

庶 務  学校教育部  教育支援課指導主事  花城  毅  
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令和４年度 特別支援連携協議会  

所      属  氏  名  

医療関係  千葉市医師会発達障害支援研究会医師  柿沼 宏明  

就労関係  千葉障害者就業支援キャリアセンター所長  藤尾 健二  

学識経験者  千葉大学教授  北島 善夫  

元小学校校長  奥村 兼弘  

護者代表  千葉市手をつなぐ育成会会長  成田 智子  

千葉市自閉症協会代表  菊池 裕美  

健福祉局  

健康福祉部  

健康支援課課長  岡田 明子  

障害者自立支援課長  大坪 敬史  

障害福祉サービス課長  布施 善幸  

こども未来局  

こども未来部  

健全育成課長  石田 信之  

こども家庭支援課長  飯島 祥光  

幼保支援課担当課長  皐月 裕美子  

幼保運営課担当課長  小俣 由佳理  

東部児童相談所長  山口 美登里  

西部児童相談所長  桐岡 真佐子  

生涯学習部  生涯学習振興課放課後子ども対策班担当課長  上田 昌弘  

千葉市社会福

祉協議会  

千葉市療育センター療育相談所長  加瀬 幹生  

千葉市発達障害者支援センター所長  仲村 美緒  

千葉市大宮学園長  白井 智美  

教育総務部  総務課長  山田 利雄  

教育職員課長  吉田 悦子  

学校教育部  学校教育部長  鶴岡 克彦  

学校教育部  学事課統括管理主事  長谷川 信  

参事兼教育改革推進課長  伊藤 淳  

教育支援課長  小田 將史  

保健体育課長  酒井 隆夫  

教育センター所長  川名 正雄  

養護教育センター所長  久保木 修  

学校関係  千葉市小中学校長会特別支援教育委員会代表（小） 佐藤 都  
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千葉市小中学校長会特別支援教育委員会代表（中） 伊藤 芳仁  

第二養護学校長  加藤 秀樹  

養護学校長  三橋 一裕  

高等特別支援学校長  三宅健二朗  

千葉県立千葉特別支援学校長  杉村 哲  

千葉市立稲毛高等学校長  伊澤 浩二  

事務局  教育支援課 主任指導主事  白井 貴  

教育支援課 指導主事  浅場 宏子  

教育支援課 指導主事  花城 毅  

保健体育課 指導主事  矢板  正子  

養護教育センター  副所長  渡邊 幸也  

養護教育センター  主任指導主事  山路 里美  

養護教育センター  指導主事  栗山 理恵  

養護教育センター  指導主事  白岩 純  

 

４ 第２次千葉市特別支援教育推進基本計画策定検討会議専門委員名簿  

各論  ＧNo 所属  役職等  氏名  

Ⅰ 総論  

エリア方式  

1 宮野木小学校  主幹教諭  島尾 秀美  

2 都小学校  教諭  中村 智子  

3 上の台小学校  教諭  氏家慶二朗  

4 北貝塚小学校  教諭  鳥飼 涼子  

5 おゆみ野南中学校  教諭  片田 郁代  

6 真砂中学校  教諭  荒川 友人  

7 登戸小学校  教諭  竹内 優子  

事務局  教育支援課  主任指導主事  白井 貴  

Ⅱ 各論  

多様な学びの場の充実  

 通常学級  

 就学支援委員会  

1 轟町小学校  教頭  水出 友子  

2 幕張西中学校  教頭  大日方 一  

3 大木戸小学校  教頭  高瀨 景子  

4 大森小学校  教頭  山路 里美  

事務局  教育支援課  指導主事  田邊 寿晃  

Ⅱ 各論  

多様な学びの場の充実  

 特別支援学級  

1 誉田小学校  教諭  山下 幸子  

2 星久喜中学校  教諭  谷麻 紗美  

3 幕張小学校  教諭  久保田鮎子  
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4 小中台中学校  教諭  尾崎 佳代  

5 打瀬小学校  教諭  瀬戸 弘樹  

事務局  養護教育センター  指導主事  狩野 正浩  

Ⅱ 各論  

多様な学びの場の充実  

 通級指導教室  

1 あやめ台小学校  教諭  横山 千尋  

2 轟町中学校  教諭  行木 宏彰  

3 誉田東小学校  教諭  清田 志保  

4 高洲第三小学校  教諭  野村 絵美  

5 稲毛高等学校  教諭  清水 範子  

事務局  教育支援課  指導主事  金井あかね  

Ⅱ 各論  

多様な学びの場の充実  

 特別支援学校  

1 養護学校  教諭  小林 英清  

2 高等特別支援学校  教諭  齊藤 容一  

3 第二養護学校  教頭  大藤 成記  

事務局  養護教育センター  指導主事  栗山 理恵  

Ⅱ 各論  

教育相談及び  

養護教育センター  

1 養護教育センター  指導主事  浅場 宏子  

2 養護教育センター  指導主事  中村 裕哉  

3 養護教育センター  主任指導主事  渡辺千映子  

事務局  養護教育センター  指導主事  山根布由子  

Ⅱ 各論  

連携  

1 泉谷中学校  教諭  山﨑 広子  

2 養護教育センター  主任指導主事  渡邊 幸也  

事務局  養護教育センター  指導主事  高桑 幸代  

 

５ 検討会議審議経過  

年月日  会 議 等  備  考  

R3.４  第１回事務局会議   

R3.6 第１回特別支援連携協議会  
・これまでの経緯の報告と今後の方向性

の説明  

R3.6 第１回特別支援教育推進会議  
・今後の日程・役割・ＷＧメンバーについ

て報告  

R3.6 第１回ＷＧ  

・日程・役割・原稿様式についての確認・

調整  

・Ｒ２中間報告・中間評価をもとに、第２

次計画策定の方針を確認する。  

・第２回ＷＧに向けて、それぞれの分担

において原稿作成・資料収集する  

R3.8 第２回事務局会議   

R3.9 第２回ＷＧ  
・事務局会議での協議内容等を報告  

・作成原稿検討及び調査資料  
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・第３回ＷＧに向けて、それぞれの分担

において原稿作成・資料収集する。  

R3.10 第２回特別支援教育推進会議   

R3.11 第３回事務局会議   

R3.12 第３回ＷＧ   

R4.1 第４回事務局会議   

R4.2 第３回特別支援教育推進会議  

・第２次計画作成状況報告  

・令和４年度第２次計画公表までの日程

等の提案  

R4.5 第１回特別支援連携協議会  
・経緯報告と今後の方向性の説明  

・原案内容に係る意見聴取  

R4.6 第１回事務局会議   

R4.6 第１回特別支援教育推進会議  
・経緯報告と今後の方向性の説明  

・原案内容に係る意見聴取  

R4.10 第２回事務局会議   

R4.10 第２回特別支援教育推進会議  
・経緯報告と今後の方向性の説明  

・原案内容に係る意見聴取  

R4.11 教育次長、教育長、市長 報告   

R4.12 学校教育審議会   

R5.2 パブリックコメント   

R5.2 第３回特別支援教育推進会議  ・現計画評価及び第２次計画配付  

R5.3 教育委員会議議決   

 公表・冊子配布・HP 掲載   

 

 


